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令和６年第１回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第３日目（令和６年３月１１日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５８分 開議）

開 議 宣 告

○議長（本田加津子君） おはようございます。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（本田加津子君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、議長において３番山崎瑞紀さん、５番川野敏夫さんを指名いたします。

諸 般 報 告

○議長（本田加津子君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長から報告いたします。

三浦議会事務局長。

○議会事務局長（三浦悟君） 報告いたします。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（本田加津子君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

一 般 質 問

○議長（本田加津子君） 日程第３ 先週８日に引き続き、一般質問を行います。

質問は、通告された範囲を逸脱しないようお願いいたします。

それでは、順次、発言を許します。

質問順序４、議席番号６番、女鹿聡さん。

一つ、市政執行方針について。
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一つ、教育行政執行方針について。

一つ、ワイン用ブドウ試験栽培で醸造したワインについて。

一つ、ジェンダー問題について。

一つ、骨髄バンクの骨髄ドナー助成事業について。

以上、５件について。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） おはようございます。

５件について、一般質問を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず１件目、市政執行方針について。

「はじめに」の２ページ、３行目から６行目。

そのような中、市民サービスの維持並びに～各種施策事業の着実な推進に努めてとあります

が、限られた財源の中で求められるのは、市民サービスの維持だけではなく、今以上の向上が

求められていると感じます。

そのためには、現在の各課における職員配置について住民サービスを維持できる配置になっ

ているのか疑問があります。

職員配置には、住民サービスの維持・向上が大いに関係していると思いますが、見解を伺い

ます。

３ページ目に移りまして、「市民と協働で創るまち」、２０行目から２２行目です。

現在の庁舎は～検討を開始するとありますが、人口減少が止まらない当市において、今後ど

のような規模の庁舎が必要と考えていくのか伺います。

ページ変わりまして、４ページ目でございます。

「活力と魅力あふれるまち」、１４行目から１６行目。

「スーパーマーケット」のオープンから１年を迎え～効果的な活用に努めるとありますが、

１年が経過したスーパーマーケット「ダ・マルシェ」を市としてはどのように評価しているの

か伺います。

５ページ目、１５行目から２１行目。

道の駅附帯施設については～地域おこし協力隊の派遣を含めとありますが、

①道の駅指定管理者にどのような運営を望んでいるのか伺います。

②地域おこし協力隊については、地域に起業して定住してもらうことが最終目的であると思

いますが、今までの経緯を見ると、ほとんどが失敗していることから、どのような対策をもっ

て進めるのか伺います。

ページ変わりまして９ページ目です。

「安心して快適に暮らせるまち」、１２行目から１９行目。

市営住宅の整備につきましては～コンパクト化を進めてまいりますとありますが、

①歌志内市公営住宅等長寿命化計画に基づいて、既存の住宅を長もちさせるために、雪庇対

策は必要不可欠と考えますが、今後の考えを伺います。

②公住の集約化やコンパクト化が必要と考えますが、現在、転入者への空戸案内方法があま

りにも不誠実と思えるが、今後空戸案内の方法を見直す必要があると思うがいかがか。

③コンパクト化に伴い町内会の編成も課題と考えるが見解を伺いたいと思います。

市政執行方針、最後です。

「むすびに」ということで、１３ページ目、１４行目から１５行目でございます。

市民の皆様の声をしっかり受け止めながら、市政運営に最善を尽くすとありますが、令和３
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年から令和５年までにおいて、積極的に市民の声を聞く機会があまりにも少なく、市長が公約

で掲げた「市民との対話」は限られた中で行われていたと感じますが、市長の見解を伺いたい

と思います。

２件目、教育行政執行方針でございます。

３ページ目でございます。

「学校教育の充実」。

（２）学習環境の充実から、１４行目から１５行目でございます。

管理職等の住環境を提供するため、建て替えを行うとありますが、新年度予算を見てみる

と、５,０００万円以上の経費が計上されているが、なぜ新規で建てることになったのか伺い

ます。

ページ変わりまして、７ページ目です。

「社会教育の充実」。

（６）社会教育施設の適切な管理と運用、１行目から１２行目でございます。

児童センター一元化施設につきましては、令和７年度の完成とありますが、構想上の規模の

施設が本当に望ましいのか、市民の中からも疑問の声と、今後人口減少とともに施設の維持が

できるのか心配する声があります。

そのため、今後市として多くの市民の声を聞くことが必要と思うがいかがか。

３件目でございます。ワイン用ブドウ試験栽培で醸造したワインについて。

昨年１２月に行った一般質問で、当市が行ったワイン用ブドウ試験栽培で醸造したワインが

あまりにも不透明な使用方法と説明だったため、再度当市が行い醸造したワインの明確な行き

先と使途を伺いたいと思います。

４件目、ジェンダー問題について。

数回にわたってジェンダー問題について質問を行いましたが、今回も含め、市政執行方針並

びに教育行政執行方針に、ジェンダー問題に関する対応や行政の考えは一切示されていない状

況です。

今世界的にも多種多様な生き方として、ジェンダー問題が取り上げられている中で、市とし

てきちんとした考え方や認識を示す必要があると思うが、見解を伺いたいと思います。

最後、５件目、骨髄バンクの骨髄ドナー助成事業について。

日本骨髄バンクによると、白血病などの血液疾患を発症したために、日本では毎年約２,０

００人近くが骨髄移植を必要とされていると言われております。しかし、新規ドナー登録件数

は、２０１１年から２０２１年にかけて、約２割減少しています。

ドナー登録には骨髄を採取することによる肉体的な負担とともに、１０日前後の仕事休業に

よる経済的な不安が生じることが負担となっているとされております。

そのため、北海道としては２０２４年度から骨髄ドナー助成事業補助金の予算が計上され、

市町村がドナー助成事業を実施した場合に道が補助金を出すことになりました。

このことから、当市でも道の補助金を活用したドナー助成事業を実施することはできないの

か、見解を伺いたいと思います。

以上、５件です。よろしくお願いします。

○議長（本田加津子君） 理事者答弁。

柴田市長。

○市長（柴田一孔君） －登壇－

改めまして、おはようございます。
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女鹿議員の質問に対しまして御答弁申し上げます。

令和６年度の市政執行方針等に対する一般質問につきまして、私のほうから一括御答弁申し

上げ、再質問に対しましては、副市長及び各所管課長含め御答弁申し上げますので、よろしく

お願いいたします。

なお、再質問につきましては、自席での答弁とさせていただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

それでは、女鹿議員の一般質問にお答えをいたします。

私からは件名１、３、４及び５を御答弁申し上げます。

それでは、１番、市政執行方針について。

「はじめに」の現在の職員配置について、住民サービスを維持できる配置になっているのか

でありますが、確かに最近は職員の途中退職等により欠員が生じている部署もあるため、それ

ぞれ少ない人員でサービスの質を低下させずに努力している実態もございます。

また、部署によっては、臨時的な業務の発生により業務量に偏りも見られるのが現状であり

ます。時代とともに組織は変化するものであり、各所管の人員配置や組織自体の見直しなど、

今後も必要に応じて見直しをしていくことが住民サービスの向上にもつながるものだと考えて

おります。

次に、「市民と協働で創るまち」の今後どのような規模の庁舎が必要と考えていくのかでご

ざいますが、令和６年度予算にて現在の庁舎の経年による機能低下を調査し、建物の老朽化を

評価する耐力度調査を予算計上しており、その結果を受けて検討を開始することを考えており

ます。

現時点では具体的な規模等については未定でございます。

次に、「活力と魅力あふれるまち」のスーパーマーケット、ダ・マルシェを市としてはどの

ように評価しているのかということでございますが、スーパーマーケットにつきましては、市

民の皆様の御理解と御協力により、オープンから約１年が経過いたしました。これまで長時間

かけて市外に買物に出かけていた方や車を所有されてないお年寄りの方々にとっては、買物問

題の解消が図られているものと考えております。

また、従業員につきましても、２月末で１２名のうち本市採用者は９名であり、現在は固定

化されているとのことでありますので、雇用の場の確保にもつながったものと考えておりま

す。

次に、「安心して暮らせるまち」、①の既存の市営住宅を長もちさせるための今後の考え方

でありますが、市営住宅につきましては、公営住宅等長寿命化計画に基づき……。

○議長（本田加津子君） 暫時休憩します。

午前１０時１１分 休憩

────────────────

午前１０時１２分 再開

○議長（本田加津子君） 再開します。

柴田市長。

○市長（柴田一孔君） すみません。

次に、①の道の駅指定管理者にどのような運営を望んでいるのかについてでありますが、道

の駅につきましては、チロルの湯やスキー場と同じように、本市にとって貴重な観光資源であ

り、有効活用することで本市の交流人口の増加に結びつくものと考えております。

このことから、民間企業のノウハウを全面的に生かすことにより、本市の情報発信はもとよ
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り、市民の皆様や本市を訪れた観光客の方々が気軽に立ち寄ることができる施設づくりを行っ

ていただきたいと考えております。

それでは、もう一度市政執行方針の「活力と魅力あふれるまち」のスーパーマーケット、こ

れは今終わりました。すみません。

○議長（本田加津子君） 暫時休憩します。

午前１０時１４分 休憩

────────────────

午前１０時１５分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 次に、②の地域おこし協力隊の定住について、どのような対策をもっ

て進めるのかでありますが、地域おこし協力隊の定住につなげるためのこの分野での取組や環

境づくりについてでありますが、産業課の関係につきましては、３年間の任期満了後、定住に

つながった協力隊は１名のみで、自己都合により途中退職する協力隊が多い状況であります

が、協力隊員との情報共有や必要な協力体制の把握など、より一層の連携を図ることで協力隊

の思いなどを共有しながら、活動しやすい環境づくりに努めていきたいと考えております。

次に、「安心して快適に暮らせるまち」、①の既存の市営住宅を長もちさせるための今後の

考えでありますが、市営住宅につきましては、公営住宅等長寿命化計画に基づき、長期的な管

理の見通しを立てながら計画的な集約を進める方針であり、住宅を少しでも長く延命させるた

め、冬季間の雪庇対策は非常に重要な取組の一つと考えております。

特に無落雪の住宅につきましては、雪庇ガードを備えることで一定の効果が見られることか

ら、そのほかの住宅につきましても、これらの対策を講じるなど対応してまいります。

なお、他の雪庇対策もあることから、今後も費用対効果などを調査しながら効果的な維持管

理について研究してまいります。

次に、②の市営住宅の空戸案内の方法についてでありますが、市営住宅の空戸案内につきま

しては、できる限り丁寧に行うよう努めており、新規で募集を行う場合は、市広報のくらしの

情報欄にその都度掲載しており、また随時募集の場合も市広報及びホームページに掲載し、市

内外を問わず案内周知しております。

なお、ホームページでは、室内の間取りについて見やすい位置にずらすなど改善を図ったと

ころであります。

また、案内方法につきましては、参考とすべきところ、また改善すべきところなど、市民か

らの御要望などを参考に、常に分かりやすさ、見やすさなどに注意しながら検討してまいりま

す。

次に、③のコンパクト化に伴い、町内会の編成も課題になるのではとのことでありますが、

現状市内の町内会・自治会では、既に組織の維持や活動の停滞が大きな課題となっていること

は承知しており、特に市営住宅の集約化を進めている重点地区におきましては、大変苦慮され

ているものと判断しております。町内会・自治会の再編につきましては、その地区の住民の皆

様の考えが最も尊重されることになりますが、市といたしましては、地域の皆様との意思疎通

を図り、しっかり寄り添いながら必要な対応を心がけてまいりたいと考えております。

次に、「むすびに」の公約に掲げた市民との対話についてでありますが、私が市長に就任し

た令和２年１０月から昨年の５月までは新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の皆様

と対面で直接意見交換を行うことが難しい状況であったことは御承知のとおりであります。そ
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のような中でも、感染症対策の徹底を図りながら、令和３年１月には地区別市政懇談会を開催

し、各地域の方々から直接地域課題や要望などを伺うことができました。その後におきまして

も、コロナ禍の中、限られた人数や時間、開催場所の工夫などにより、市と町内会連合会との

情報交換会はこれまでと同様に開催することができ、市民の皆様から直接地域課題などについ

て意見交換を行ってまいりました。

また、夢／まち・未来会議やふれあい市長室での意見交換など、可能な限り市民の皆様との

対話の機会を設けることに努めてまいりました。

昨年の１２月には初めてまちづくり懇談会を市内３か所、４日間にわたり開催するほか、

春・夏・秋の交通安全運動週間の期間中には、私が直接それぞれの地域の街頭啓発にお邪魔し

ながら地域の皆様との対話を重ねてまいりました。

今後におきましても、信条としております市民主体のまちづくりを進めるため、多くの市民

の皆様との対話を重ねたいと考えております。

次に、３、ワイン用ブドウ試験栽培の醸造したワインについてでありますが、試験栽培期間

中に醸造されたワインの行き先につきましては、昨年１２月に通知いたしました公文書決定通

知書のとおり、歌志内市情報公開条例第８条の規定に基づき、特定の個人が識別され、または

識別され得るものについては公開しないことができるとされております。

使途につきましては、前回と同様の答弁となりますが、お披露目会用やブドウ農家などへの

試飲用としております。

次に、４、ジェンダー問題についてでありますが、ジェンダー問題につきましては、昨今テ

レビや新聞などの報道で取り沙汰され、世の中の動きとして、人それぞれである性の在り方の

多様性が少しずつ世間に知られるように感じるところであります。

そのような状況を踏まえ、本市としても身近な問題として市民に広く理解していただくため

に１２月４日から１０日の人権週間に合わせて、市広報紙１２月号に性的少数者ＬＧＢＴＱ＋

への理解を深めましょうと題し、啓発記事を掲載したところであります。現在本市の人権相

談、市民相談、無料法律相談などの各種相談業務の場面においては、ジェンダー問題に関する

相談を受けた実績はございませんが、従来の人権啓発活動と同様にジェンダー問題についても

人権擁護委員とも連携し、啓発活動を中心に進めてまいります。

次に、５、骨髄バンクの骨髄ドナー助成事業の実施についてでありますが、この助成事業は

市町村事業として実施し、国、北海道、市町村で財政負担するものと承知しておりますが、今

後北海道から事業の詳細について示された後、実施に向けて検討することとしております。

以上で、私の答弁を終わります。先ほどは失礼いたしました。

○議長（本田加津子君） 織田教育長。

○教育長（織田靖雄君） －登壇－

おはようございます。

それでは、私から、二）教育行政執行方針について、「学校教育の充実」、（２）学習環境

の充実の教職員住宅の建て替えについて御答弁申し上げます。

令和６年度予算案に５,３７６万円を計上し、歌志内学園の道道を挟んだ向かい側の市有地

に木造平屋建てで２ＬＤＫ、６０から７０平米程度の住宅２棟２戸の建設を予定しており、完

成後は教頭２名の住居を見込んでおります。また、令和７年度には校長住宅として１棟１戸の

建設も計画しているところです。

現在、教職員住宅については、本町地区に１棟、中村地区に１棟、文珠地区に２棟あり、そ

れぞれ昭和５１年から５６年に建設され５０年近くが経過しております。教育委員会におきま
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しては、それぞれの住宅の老朽化が著しいことから、数年前から建て替えについて内部検討し

ておりましたが、財源確保の見通しが立たなかったことから、まずは年次的に部分改修などを

行うこととした一方、建て替えを行う場合の国庫補助金の採択に向け、道教委と協議を続けて

おりました。その結果、令和６年度において採択のめどが立ち、過疎債も充当できる見込みと

なったことから、今年２月の市長査定で方向性がほぼ固まり、最終的には２月２２日に予算案

への計上が決まったところでございます。

次に、（６）社会教育施設の適切な管理と運用の児童センター等一元化施設に対する住民の

声を聞くことについてでありますが、これまでも市民への情報提供が遅い、市民の声をもっと

聞くべきとの御意見を頂いているところであり、より丁寧な説明が必要であったことは認識し

ているところであります。

一方、整備計画などを策定するに当たっては、立地適正化計画策定委員会や検討委員会、さ

らには子育てママヒアリングなどにより、多くの意見を聞いてきたところでもあります。

令和６年度より新築工事が始まる予定となっておりますが、今後も必要な情報を必要なとき

に提供するとともに、市民の声を聞く必要がある場合には、適切に対応してまいりたいと思っ

ております。

以上、私より答弁とさせていただきます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 再質問に移りたいと思います。

まず最初に、住民サービスの維持・向上ということで質問しました。今庁内職員数大体７０

から７５人ぐらいだという形で記憶しているのですけれども、この職員数、一人一人一人前の

業務をこなすことができているのかどうなのかという評価はどういうふうにできているのか、

聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） もちろん個別に人事異動がありまして、そこの場所で初めて仕事

をするとなりますと、経験ですとか能力というのは落ちるものだと思います。あとは入庁して

から、市役所の職員になってからの経験年数によっても基礎的なものも能力もいろいろ異なっ

てくるとは思います。

特段の評価というのは所属長が見て、業務について見ていたり、あるいは主幹職、管理職の

方が見ていたりとか、それぞれ独自で業務の内容を見ているものだとは思います。

市全体としてできることといえば、基礎的な能力を上げるための研修の実施によって、全体

的な底上げは図っていきたいということで取組はしているところでございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 経験できている人数というのが、圧倒的に若い方が今多いので、覚える

ことが多分大変だと思うのですよね。入って年数が少ないだとかということもあると思いま

す。

そういったことを考えても、最近の各所管での配置替えのペースが早いのではないかなとい

う気がしております。配置替えが早過ぎて、経験の浅い職員だとか、そういった方々が各課の

きちんとした仕事の内容を覚える前に移るだとか、そういったことが起こり得ているのではな

いかなという気がするのですけれども、その辺そういうふうになってしまうと、仕事がどうし

ても片手間になるというか、中途半端にしか覚えれなくて、また次のところに行っても中途半

端な仕事になってしまってということが考えられるのですけれども、そういうふうな認識とい

うのはどういうふうにお持ちか聞いておきたいと思います。
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○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 経験年数、長ければ長いほど習熟してまいりますので、それにこ

したことはないかと、議員おっしゃるとおりだと思いますが、やはり組織全体で業務を回して

いる関係上、いろいろな経験年数だけではないいろいろな問題もちょっと様々なことがござい

まして、人事異動というのは、最近は欠員が多いので年に何回か補充とかやっている場合もあ

るのですけれども、基本的には１年に１回大きな人事異動をしております。

よく私どもは市役所に入ったときなどは、一つの係に３年ぐらいいると大体１年目、２年

目、３年目で本当に自分の考えを伴っていろいろと仕事をうまく回せるようになるよ、などと

いうことを言われたのです。実際のところ若い職員が多いものですから、その域にまだ達して

ないというところもあるのは現実否めないところではございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） それで、窓口業務を担当する職員に対しても入れ替わりが激しいと、窓

口業務をどういうふうにするものかということもきちんと覚えないまま所管異動だとか、そう

いったことも考えられると思うのですね。窓口業務に対して、来庁する方が一番やっぱり話を

して接して、市役所のサービスを受けるところが窓口業務だと思うのですけれども、この窓口

業務の人員配置、これは結構今さっき僕言ったように、いろいろ動いたりだとかそういう関係

上、手薄になっている気がちょっとするのですけれども、その辺課長どういうふうに捉えてい

るか聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 現在の職員体制の中で行政を回しておりますので、たくさん窓口

に人が多ければ、それはこしたことがもしかするとないのかもしれませんが、やはりうちの規

模でいえば、これぐらいの中でうまく回していくしかやはりやむを得ないのかなという部分が

ございます。

行政の仕事はもちろん住民サービスでございますので、窓口の仕事がとても大切なのですけ

れども、窓口にならない事務所の奥で仕事をしている人間もやはり行政の仕事の一部でござい

ますので、それらの総体量を考えますと、現時点、現在の配置というのが完璧とは言えないで

すけれども、何とかこれぐらいでやっていくしかないのかなというような認識でおります。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） やっぱり直接住民の方が来て接するところは窓口になるのですね。窓口

業務行っているのは、１階市民課と会計、あと２階に上がって福祉と建設だと思うのですけれ

ども、これは今言った４課あるのですけれども、ちょっと各課長さんに聞いてみたいのですけ

れども、入り口入ってすぐ市民課ですね。市民課が恐らく一番窓口業務が忙しくて、住民の方

と接する機会が多いと思うのですけれども、今の人員配置でぎりぎり行っているのか。いやい

や、足りなくてちょっと待ってもらってやっているという状況になっているのか。それを

ちょっと聞いてみたいのですけれども、市民課課長、佐藤課長どうですか。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） ぎりぎりなのか足りているのか、これは入り口としてはやっぱり

担当する職員のスキルというものに大きく左右されるのかなと。経験値なり事務処理能力なり

というところは一番大きくあるというのはあります。ただ、半面私たちが勘違いしてもらって

は困るのは、窓口業務、私たち市民課としては一生懸命やってもらっているつもりでもありま

すし、私のほうもそういう窓口の職員で今何やっているだとか、どうのこうのということは

報・連・相などもかなり徹底してやっております。
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ただ、国のＤＸだとか、または登記の相続の義務化だとか、市民課の窓口においては法の下

で今時代が変わろうとしてきております。そういうものによって、人口が少ないからといって

窓口が来てないのかというと、実はここ二、三年毎年のように増えているという状況なのです

ね。その中で、いろいろコンピューターにまつわるデジタル化だとか、あとは法の施行の取扱

いだとかというのが増えているものですから、私たちからすれば新しいものを対応するため

に、それらをそごのないように頼むねという話でやってはいますけれども、幸い何とか今まで

の経験値というものが醸成していただいて対応しているのかなと思いますけれども、これがざ

くっと変わったりとかすると、当然ながら住民サービスの時間というものが一定レベル、超過

するだとか、そういうことも考えられないわけではございません。そう何とかしないように、

職員のスキルアップと、上から来ている業務の改革というのですかね、それに対応するよう

に、マイナンバーもそうですけれども、いろいろなものが起きているということは事実ですの

で、その辺を職員と何とかやっているというのが実情ですね。一番勘違いされたくないのは、

人が減ったイコール事務量が減る、全然そうではないのだと。その中で何とか職員との連携を

図りながらやっているのが実情でございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 会計は副市長だと思うのですけれども、どういうふうに捉えているか

ちょっと聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） 会計の室長の上司という形で。会計につきまして特に今年度、職員

のやりくりがあったという部分でございます。それによりまして、残っている職員はもとよ

り、住民サービスについても一定限低下がやむを得なかった時期もあったのかなと思っており

ます。ただ、現在の室長が非常に一生懸命頑張ってくれておりまして、これは残業時間のほう

にも反映されている部分あるのかなと思いますけれども、私のほうにも逐一報告をいただいて

おりまして、会計窓口につきましてもやはり市民の最前線ということでございますので、今体

制を新たな形にしようと、４月以降しようとしておりますので、そういった中でサービス低下

にならないような形で考えているところでございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） ２階に上がりまして、福祉課、いろいろ人の入替えだとか、結構多かっ

たですけれども、今の状況どういうふうな窓口対応になっているか、課のほうはどういうふう

に捉えているのか聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 加瀬保健介護課長。

○保健介護課長（加瀬卓也君） 保健介護課の窓口の関係でございますけれども、確かに御指

摘のとおり、窓口に今現在配置されている担当というのはまだ数か月、入庁して間もない職員

ということでございます。私のほうからは、窓口の性質上、高齢者の方が主に多いということ

なので、事務室に入られた場合は素早く御案内できるように分かりやすいようにということ

で、指導はしているところなのですけれども、まだ御指摘のとおりキャリアが浅いということ

で、お客様にはまだ御不便おかけする場面も確かにあるということでございます。

また、介護の担当のほうは定数の人数はいるのですけれども、窓口以外に市内各所に外勤に

出歩かなければならないという性質もございまして、確かに席の人数はございますけれども、

その間留守が多いので窓口が手薄になるかもしれませんが、先ほど総務課長が言ったとおり、

当市の場合小さな役所でございますので、これ以上の増員ということは現実ではないというと

ころですので、ぎりぎりのところで対応しているというところでございます。



─ 104 ─

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 最後、建設課は多分いろいろな転入者の受入れとかそういったことも案

内する係で、人がいないと多分困ると思うのですけれども、今どういうふうな状況か聞いてお

きたいと思います。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 電話でまず建設の場合はお問合せが多いかと思います。なので、電

話でまずアナウンスをし、概要を説明した中で、諸手続に今度入ってくる上で、こちらのほう

に御来庁いただきたいという流れが一般的かなと。ただ、オープンで突然というか、窓口です

から、当然お問合せに来る方々もいらっしゃいますので、そのときは状況を再度丁寧に確認を

し、必要としているもの、そして何を求めているのかということの聞き出し、さらには関係資

料の提出の必要な部分については書面でお渡しをしたり、口頭で説明をするのですけれども、

どうしても高齢の方々においてはそれを紛失したとか、それがこちらのほうではお伝えしてい

るけれども、ちょっと聞きそびれているとかという、小さなトラブルはあると思います。週初

めの特に今日月曜日とかも午前中に修繕等々の関係も集中する時間帯がございますので、電話

等々で窓口ばかりではなく電話代表を取った方が中心に担当に回したりしている経過もござい

ますので、今のところ今の体制で特に大きなトラブルまでにはつながってないとは思います

し、また改めて住民のほうからのニーズ、要望があれば対応はしていきたいかなと思っている

ところです。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） やっぱり限られた人数でということで、各課の課長さんたち考えられて

いると思います。ただ、今４課から聞きましたけれども、今以上減ったら窓口業務が大変だと

いう意味だと思うのですよね。今取りあえず維持ができているということだと思うので、その

辺やっぱり職員配置の関係だとか、そういったところ徹底して、そこには人を少なくしたりだ

とかということを考えないで、手厚いやり方というのをやってもらって、住民サービス向上に

つなげていただきたいと思うのですけれども、どうですか。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 住民サービスの向上、もちろん私たちも目指しているところでご

ざいます。現状、途中で退職された職員が今年度もちょっといたものですから、完全補充の今

段階ではなってはいないです。その中でもそれぞれの課とかグループでは一生懸命努力して何

とかやりくりをしていただいているのですが、基本的には欠員となっているものはきちんと埋

めていって、プラス・マイナス・ゼロぐらいには必ずなるようにということで今現在職員採用

も進めておりますので、これからも議員おっしゃるような向上させていくという気持ちには変

わりはないということをお伝えいたします。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） さっきからも言われているように、若い職員、入庁して実績が少ない職

員、結構いると思います。一番最初の答弁の中でも、今課長答弁の中でも、途中で退職される

方がいるということ、残念なことなのですけれども、やっぱり管理職、主幹だとか、そういっ

た地位にいる人が途中でいなくなってしまうというのは、やっぱり経験が浅い方々に対して仕

事を教える、スキルアップさせるという意味ではやっぱり大きな穴になると思うのですよね。

だからそういったことを考えると、今５０歳超えた職員というのは退職勧奨制度、こういった

ものがあって、退職金の増減が５０歳になると一定程度上がって、どうしても定年までいなく

てもいいよという形のものになっていると思うのですよね。だから、５０歳過ぎて定年退職金
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をある程度もらえる状況であれば辞めてしまうという考えの中堅の職員の方もいてもおかしく

ないと思うのですよ。そうなると、やっぱり職員の育成だとか、そういったことを考えると大

きな穴になるので、これ提案なのですけれども、５０歳過ぎたら管理職、主幹、課長も含め

て、こういった方々少ないと思うので、十数人しか多分いないと思うので、これは直接市長が

面談して、今後どういうふうな考えを持っているのか、昇給、昇格したいのか、そういったこ

とを市長がきちんと話を聞いて、今後どういうふうなことを目指していくのかというのを話を

して、人事に関して話をしていっていただきたいなと私は思うのです。そうすることによっ

て、やる気、中間職の主幹だとか、今課長もいますけれども、やる気を底上げして、市役所に

いてもらうということを考えると、それも必要なのではないかなと思うのですけれども、市

長、どういうふうに思われますか。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 先ほどのいわゆる若い職員が１年もたたないうちに異動とか、そう

いった問題先ほどからいろいろお話をされているわけでございますが、職員を育てるというこ

とも本当に大事なことでありますので、窓口業務、新人であれば管理職がサポートしたり、そ

ういうような体制でベテランを窓口に全て置くというわけにはいかないものですから、その辺

はサポートしながら対応していかなければならないのかなというふうに思います。

また、今ほど管理職、例えば主幹あたりが今後課長に昇任するという、そのいわゆるミス

マッチといいますか、課長になる気持ちがないといいいますか、そういう方の意見も聞けるの

ではないかということではないかなと思います。また、それぞれそういう面談を行うことに

よって、意気込みとかまちづくりに対してのどういった部署に対する気持ちがあるのかという

ことは分かるのかなと思います。今後そういったことも含めて、検討していきたいなというふ

うには思っております。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 是非やっていただきたいと思います。やっぱり長くいる中間職の主幹だ

とか主査も入りますけれども、こういった方々を本当に宝として見ていかないと、今後本当に

どんどんどんどん世代が変わって若い職員が今度上に上がってきたとき、どれだけ仕事ができ

るかどうなのかという疑問が、きちんとした教育がされてなければ住民サービス低下するおそ

れもあるので、これはみんな全然頑張ってないという意味ではないです。ものすごいみんな与

えられた仕事を本当に一人以上の力を出しながら頑張っているとは思うのですけれども、やっ

ぱりそういった方々に対して、職員に対して今以上に頑張っていただきたいと思いますので、

是非やっていただきたいと思います。

二つ目です。

スーパーマーケットのダ・マルシェの件について聞いておきたいと思います。

雇用の場も確かに１２人雇用していて９人市内の方ということなのですけれども、多分その

中にも高校生２人ぐらいかな、多分アルバイトとして入っていると思いますけれども、１年

たって利用者の方がどれだけこのスーパーができて満足できているのかという満足度というの

ですか、そういうのは行政としてどういうふうに押さえているのか聞いておきたいと思いま

す。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 昨年１２月からアンケート的なものを置いております。その中で

いろいろ回答といいますか、アンケートが寄せられている中では、市内にスーパーができたの
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で、いつも利用したいというお話とか、店ができて大変よい、１００円ショップなどもよい

と。ダ・マルシェさんができてよかったです、そういった意見が寄せられております。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） いい意見が多いということだと思うのですけれども、私の中ではそうで

はないのです。逆の意見が結構あるのです。というのも、品物が欠品が多いだとか、同じ商品

しか置いてないとか、新しい商品は置いてないとか、そういう話を利用している人によく聞く

のです。これはスーパー自体に努力してもらわないと駄目なことだと思うのですけれども、そ

ういった声というのは入っているのですかね。どうなのですか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 先ほどよい意見といいますか、そういうお話しさせていただきま

したが、実はその反対で今議員がおっしゃられたように、特に野菜が少ないとか、総菜が少な

い、あるいは果物があまりよくないとか、そういった意見が出されているのは事実でございま

す。その辺もスーパーのほうには直接お伝えして、改善を図れるものは図っていただきたい

と、そういうようなことで市からは要望しているところでございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） そういった声があって、直接道北アークスに多分行政のほうから話をし

ているのだと思うのですけれども、先週一般質問始まって各議員質問してましたけれども、売

上げはどうなんだという話をされたときに、目標より下回っているという御答弁でした。やっ

ぱり目標より下回っている原因はそういうところにあるのだと思うのですよね。こっちから出

している声が届いていない。届いているけれども、変える気がないのか。その辺だと思うので

すよ。それをもっと一般企業ですけれども、ここはちょっと違うと思うのですよ。もっと改善

してもらうところは改善してもらう、そういったことを行政から言ってもらわないと変わらな

いし、売上げもよくなっていかないのではないかなと思うのですけれども、その辺の認識はど

ういうふうに捉えているか聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 市民の利用者の意見、そういった要望とか不満度といいますか、

そういったお話は常に伝えていかなければならないなというふうに思っておりますし、目標よ

り下回っているという部分の分析といいますか、そういうお話をさせていただきますと、そも

そも初めてやる事業、歌志内で初めてスーパーを行うということでゼロベースから始まるとい

うことで、基準となるものがないという部分で、そもそも最初目標を大きく掲げていたという

部分で、それより下回っているという言い方をしましたけれども、今回１年たってどれだけの

利用者、どれだけの売上げ、そういったものがベースになるのかなと。２年目以降、前の年よ

り多かった少なかったという、そういった基準ができるのかなというふうに、アークス役員も

そのようにおっしゃっておりましたので、今後市民の皆様からのそういった要望等は常に要請

しながら、よいスーパーづくりをしていきたいというふうには考えております。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 確かにゼロベースでやって、ただ道北アークスの中では目標売上げとい

うのは年間どれぐらいだと、人口規模から来ていろいろ算出してこれぐらいだという金額を算

出していると思います。やっぱりそれが下回っているというのは利用者が少ないのか、利用さ

れている方にきちんと満足いくサービスが与えられているのかどうなのかということだと思う

のですよね。

これも利用者から聞いた話なのですけれども、今ダ・マルシェに置いてないもの、品物ね。
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ただほかのアークスにはあるのです。そういうものを置けないのか。ダ・マルシェのほうに聞

いたら、置けませんと言われると。少量の弁当だとか、そういったものは配達できないのかと

聞いたら、それもできないと断られると。これは道北アークス自体がそういうサービスを全く

してないのか。それとも、ダ・マルシェの中でそれがきちんと管理徹底されてないのか。でき

るのだけれども、できないと言っているのか。その辺、ほかの店舗と違う、ここなのですよ。

ここが重要で、ほかの店舗と違うので、行政からきちんとした聞き取り、そういうのをして、

本部に上げてほしいのですよ。本部に上げるのであれば、本部に上げたと同じことをダ・マル

シェのほうにも伝えないと分からないですよね。どこまで伝わっているのか。どういうふうに

伝わるのか。それをきちんとやってほしいと思うのですけれども、いかがですかね。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 本部に伝えるということでは承知いたしました。今議員おっしゃ

られた声は、できないというふうに回答があったというお話は、店員さんに対してなのかダ・

マルシェが、アークスがそういうふうに言っているのかというのはちょっと分かりかねますけ

れども、常に市からはいろいろな要望を上げていきたい、要請はしていきたいというふうに考

えておりますので、またそういった市民からのそういった声ももしそうやってあるのであれ

ば、また議員さん通してでも私たちのほうに寄せていただければというふうにお願いして、ま

たアークスのほうに要請してまいりたいというふうに思います。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 配達業務の話ですけれども、４月ぐらいからやるという話、先日の一般

質問の中の答弁でありましたけれども、これも本来なら２月の半ばにやりたいなという話だっ

たらしいです。そういう話は入ってきていますか、どうなのですか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 配達の件につきましては、オープン当時からいずれやりたいとい

うお話がありまして、そのときはスタッフも初めてやられる方が多いという、なかなか体制が

落ち着かないという話で、落ち着いたらやりたいというお話を伺っておりました。２月からと

いう話はちょっと聞いておりませんでしたけれども、やっと、先ほどの市長の答弁にも、体制

が落ち着いてきているというお話を答弁いたしました。そういったことから、アークスのほう

からも何とか４月からやっていけそうだというお話を頂いております。新たに配達業務をする

従業員を採用するのではなくて、今現在の体制の中でやっていきたいというお話でした。具体

的に１回当たり２００円ぐらいの金額、手数料といいますか、そういったものを徴収してやる

というようなお話を聞いております。中身としては平日を中心にやりたいというふうに伺って

おります。

○議長（本田加津子君） 質問の途中ですが、ここで１０分程度休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

────────────────

午前１１時１０分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 配達の続きになります。

４月からということで承っているということですけれども、それは私聞いて、従業員の方に

買物ついでに聞いたのです。そうすると、１８日からやるらしいと。この１８日というのは４
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月ではないです。３月１８日からやるらしいよと、従業員さんが言ってました。ただ、今課長

答弁されたように、課長が本部から聞いている声なのか、ダ・マルシェの責任者から聞いてい

る声なのか、私分からないですけれども、そこでもう既に差があるのですよね。４月からやる

という声と従業員の中ではもう来週の月曜日から始めると言われたよということを言っている

人がいる。これ、道北アークスの中できちんとした意思疎通ができているのか不思議なのです

よ。そういったことも行政として聞き取りをきちんと細かにしながらやってもらって、配達し

てもらえるのはありがたいので、まだ雪これからも降るかもしれないし、バス使ってとか、タ

クシー使ってとかいう利用者もいると思うので、配達してもらえるのであれば本当に早いほう

がいいと思いますので、その辺の確認、どういうふうにしていくのか、徹底しないと、行政が

思っていることと、いざやり始めたことが乖離があったらおかしくなってしまうので、きちん

とした情報収集、そういったことも行っていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 今回の配達の件につきましては、私が確認したのは本部の役員と

歌志内店舗のマネジャーといいますか、お二人からお話を伺っております。両方とも４月から

というふうに聞いておりますので、この辺は間違いはないのかなというふうに私は判断してい

るところであります。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 分かりました。そうしたら３月１８日にはしないのではないかという形

で捉えておいていいですね。もし、逆にしてもらうのは全然早い段階でしてもらえるのはいい

と思うのであれですけれども、してもらえるのであればきちんとダ・マルシェでも買物に来て

もらった方々に対しての配送をやりますよという住民の周知というのも必要になってくるので

はないかなと思うのですよ。そうすれば利用客も増えるだろうし、それを利用するという人も

多分増えてくると思うので、その辺今後やり方というのがあると思うので、その辺考えてやっ

ていただきたいと思うのですけれども、どうですか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） これは市民にとっていいことでありますので、利用増につながる

ということになると思いますので、再度改めてもう一度３月１８日からやるというような声も

聞いてます、そういうことで、再度確認したいし、またはっきりしましたら何らかの形で周知

もしていきたいというふうに思います。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 利用者の方、市外から来ている方も多分多く利用してくれているとは思

いますけれども、やっぱり市内の方々が、どこに住んでいる人が多く使っていてというのは多

分把握できているのではないかなと思うのですけれども、この１年通して。その辺はどういう

ふうに認識できているのか聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） これは利用の状況ということになろうかと思いますけれども、や

はり文珠地区の方が６割から７割近く利用されているというのはあります。これはどうしても

やはりその地域にいる人口の数といいますか、地域住民の数によるものなのかなというふうに

判断いたします。また、この数字もＲＡＲＡカードという、ああいったカードを使っている部

分での情報しか取れませんので、でも統計的な数字というのは大方そういうふうに固まってき

ているのかなというふうに思います。

前もお話いたしましたけれども、文珠地区は約６割、６６％ぐらいの数字、あと中村、神威
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と従ってだんだん下がっていくという傾向にあります。これは利用が少なくなっているという

よりも、絶対数の中で数が少ないというふうに捉えられるのかなというふうに思います。でき

るだけ多くの方に利用していただけるように市もいろいろな方法で取組は考えていきたいとい

うふうに思います。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） やっぱり市民全員がきちんと使える状況、この質問の通告に書いてない

ので、足の確保だとかそういったこと書いてないですけれども、やっぱり歌神、本町、上歌、

東光のほうに行くと利用者が少ないとなってくると、利用者のバランス的に大変もったいない

ので、その辺の足の確保だとか、移動の確保、そういったことをきちんとやっていただいて、

利用増につなげていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

ちょっと飛ばします。

市営住宅、公営住宅の話をさせていただきたいと思います。

雪庇対策、これ何回か私も補正予算だとかそういったところでお話しさせていただいて、

やってはどうかということを言っております。コンパクト化にしていく上で、やっぱり雪庇対

策やったところが外れるというか、コンパクトの中から外れてしまうというのだともったいな

いので、きちんとした設計を立てて、計画立てて、対処をしていくということが大事になって

くると思うのですけれども、その辺課長どういうふうに考えられて、進めていきたいなと思っ

ているのか、聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 今また改めて長寿命化計画も更新しているところでございまして、

その中でも次に延命させていくべく残るところに雪庇対策を充て、残念ながらコンパクト化を

推し進めて、そこに住まわない、将来的にそこは用途廃止していくところにおいては、皆様方

の御協力いただきながら移転、住み替えを促進していくという考え方でございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 是非、やっぱり冬に強い、雪に強い住宅というのは長もちしますので、

長もちさせる上ではやっぱりそういった対策、雪庇の対策だとかというのは必要不可欠になっ

てきますので、是非この検討を前進していただいて、進めていただきたいと思います。

入居案内についてです。

ホームページとか、間取りについて見やすいようにということで、先ほど答弁、一番最初の

答弁もらいましたけれども、やっぱり転入者を迎えるということに対してあまり意欲的に感じ

ない、意欲的ではないのではないかと思われるところが多々あるのです。やっぱり普通の民間

のアパートがあって、不動産屋があれば、僕が買いたいとするじゃないですか。不動産屋に行

きます。そうしたら不動産屋さんは、どこに住みたいですかとまずそこを言ってきますよね。

どこどこですと、そうしたらどういう間取りが希望ですかと、こういう間取りでといって、そ

れですごい分厚い資料の中からこういう物件がありますよと。家賃も含めて、こういう物件が

あります、どうですかといって、選んでもらうというのが普通の民間のアパートの不動産屋の

やり方なのです。ただ、残念ながら歌志内の今のやり方では、こことここなのですという決め

打ちでもう入居してもらうという状況をつくっているのですね。それが本当は私的にはよろし

くないのではないかなと思うのです。だから、いっぱい空戸が空いているような残念な状況で

すけれども、空いている空戸がどこにどういう建物で、１階、２階、３階、もしくは１階だけ

なのか。そういったところも含めて全部開示して、望む、住むところに開示して、こういうと

ころですねという案内できる状況をつくっていかないと、転入者に喜んで入ってもらうという
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状況にならないのかなと私は思うのですけれども、その辺変えていく必要があるかなと思うの

ですけれども、その辺どうですか。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） おっしゃるとおりでございまして、先ほどもちょっと御質問あった

窓口業務の部分もございますけれども、特にほかの電話がかかってきたり、集中している時間

帯に御来庁いただいた場合は、どうしても煩雑とは言いませんけれども、若干のそういうとこ

ろがあったかもしれませんので、今後きちんとお時間ちょっといただけるかどうかも含めて、

お客様に対して丁寧に、そしてニーズを聞き入れるべくどういうところを御要望しているの

か、逆にまず窓口業務としては、住民になりたいというところから、市外から来る場合は特に

ありがとうございますから始めて対応していきたいかなと思っているところでございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） ここが見たいですという内覧する場合に、内覧する部屋が壁が汚いだと

か、天井が汚いだとか、台所が汚いだとか、そういったことも多々あるらしいです。やっぱり

民間のアパートでは退去してもらったらもうすぐ、壁汚かったら清掃する、色を塗り替える、

張り替える、そういったことをして、すぐ誰でもいつ来ても内覧できて、入居してもらえる形

をつくっているのが普通のやり方だと思うのですよね。ただそれが歌志内市では私が聞いたと

ころでは、そういうふうになっていないと。見に行ったらすすけているし、壁は汚れている

し、天井も汚い、そういったことが見受けられる。残念なので、住む場所というのはやっぱり

一番最初に決まる場所なので、そういったところを見てもらう。残念ですよ、退去してほしく

ないですからね、私たちとしてはね。でも仕方なく退去することもあって、そこが空戸にな

る。空戸になったら、コンパクト化の中でどういうふうに集約していくかということも考え

て、ここはすぐ修繕しないと駄目だ、手をかけていかないと駄目だと、すぐ着手していつでも

迎えられる状況、そういうのをつくっていただきたいのですけれども、いかがですか。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） おっしゃるとおりでございまして、昔ストックという言葉を使いま

して、ストック住宅というのをつくると。今、市議のほうからおっしゃられたとおり、入居者

が決まってから、残念ながらこの間修繕なりリフォームしたりということはそのとおりでござ

います。したがいまして、過去にやっていたストックの対応、要するに出たらすぐ直して、迎

え入れる準備をすると。特に平成住宅は空戸が発生しないように、人を入れていかなければな

らないところだと認識しておりますので、その行動をしていきたいと。ただ先ほどもお話に

あったとおり、昭和の住宅でコンパクト化で用途廃止するところにおいては、最終的に解体を

していくところでもございますので、そこは修繕をしないで、入居を当然求めないというとこ

ろでして、そこをめり張りをつけて今後対応していきたいかなと思っております。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） もう一つ、ホームページ上で載せる空戸の情報、これも広報ではやっぱ

り空いているところ全部載せるというのは不可能だと思うので、ホームページではそれはどこ

が空いているというのを載せるのは多分簡単にできる。簡単というか、ページ数とかそういう

のはとらわれないのでできると思うので、空いているところ、コンパクト化、どこに人を入れ

るということを考えて、空いているところは全部閲覧できるような、間取り、そういうのを載

せて、本当に来庁しなくてもこういうところに住めるのかなという、市外の人が見てすぐ分か

るような情報提供の仕方というのが必要だと思うので、それも加えて一緒にやっていただきた

いと思うのですけれども、いかがですか。
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○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 先ほど市長からのご答弁にもありましたとおり、たしか私記憶して

いるのは決算審査特別委員会のときにもそのようなお話もあったかと思いますので、速やかに

改善をしておりまして、随時の受付のところにおいては全て掲載をするようにしております

し、そしてその同じページで間取りとか、さらには写真ですね、そういうようなところに導け

るような対応を取っているところでございまして、たまたま、ただし随時がないという、特に

今月３月、４月というのはそういう時期でもございます。したがいまして、タイミング残念な

がらそういうところもありますけれども、常にその辺は心がけながら、同様の対応をしていき

たいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） よろしくお願いしたいと思います。

③の町内会の編成ですけれども、やっぱりこれだけ人口が少なくなってくると、かなり町内

会、自治会の活動というのも制限ではないですけれども、動ける人が限られてきて、小さい力

になっていっているというのが現状だと思います。私の町内会も大体そういう形ですけれど

も、やっぱりコンパクト化にしていくに当たって、やっぱり人が集まるところでは活気づい

て、町内会活動ができるけれども、そうではないところはどんどんどんどん活気がなくなって

衰退していくという状況はもったいないので、やっぱり行政として今後町内会活動、そういっ

たことの底上げ、編成、統合だとかということも多分出てくるので、遠い未来ではなくて多分

近い将来だと思うのですよね、そういったことになってくるのは。だから、かなり人の、答弁

にあったように、意思疎通だとかそういったことも多分かなり気を遣ってやっていかないと、

シビアな問題になるので、ただ答弁いただいた建設課だけではなくて、全庁内でどういうふう

なものをつくっていくか、町内会の編成をどういうふうにしていくかという話も進めていく時

期になったのかなと思うので、その辺市長に答弁求めたいのですけれども、その辺の今後の町

内会の在り方というのも考えて進めるべきかなと思うのですけれども、いかがですか。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 人口少なくなったので、今の町内会１８ありますか。それを統合でき

るところは統合したらどうだいということかなと思いますけれども、やはり行政主導ではな

く、地域の方々が隣の町内会といろいろ交流しながら、そういった今後の在り方をそれぞれお

話しするとか、そういうような環境づくりがなされないと駄目なのかなと。行政でこことここ

合体してくださいということはなかなか行政からは言えないのかなと思います。そういう意味

では、行政のほうはサポートしながら対応していきたいなというふうに思っております。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） サポートできる状況を常につくっておいていただいて、話が来たら動け

る、そういったことを考えておいていただきたいと思います。

次に、「むすびに」のところで、住民の声を聞くということで、もうちょっと積極的にとい

うことで私なりにお尻をたたいてということもあるのですけれども、まちづくり懇談会、初め

てやって、まだ、柴田市長になってから初めてなので、来られた方々というのも少なかったと

思いますけれども、やっぱりやることに意義があって、やらないと声も聞こえてこないだろう

し、どんどんどんどん住民の声を聞く場をもっともっと積極的に行政のほうから足を運んで、

つくっていただきたい。連町の会議ではないですけれども、それ以外にやっぱりきちんと地に

足をつけた行政運営をするのであれば、そういった懇談会に出てくる方は行政に不満を持った

方なのです。行政に不満を言う、市長に不満を言う、本来なら行政の方々としてはそういうの
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はやりたくないと思うのですよ。そういう声が聞こえてくるので、一生懸命やっているのにな

と思うでしょうけれども、やっぱり不満があるということは改善すべきところがあるというこ

とだと思うので、そういった声を聞く場というのは今後増やしていくべきかなと思うので、市

長どういうふうに捉えているかお聞かせください。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） このたびは行政報告というのが主でございまして、その後半にその他

ということでいろいろな意見を聞いたわけでございますけれども、行政報告のみならず、いろ

いろな分野で思っていることを意見を頂いて、それを行政に反映していくというのが大事かな

というふうに思っております。コロナ禍も昨年第５類になりましたので、今後は何度か回数を

多くして対応できればなというふうに思っております。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 是非、住民の声を聞くという体制をどんどんつくってもらって、声を聞

いて改善するところは改善していっていただきたいと思いますので、お願いしたいと思いま

す。

飛んで、ジェンダー問題についてお話しさせていただきたいと思います。

広報の中でやっていただいたということなのですけれども、これ私この場で昨年も一般質問

させていただいて、その中からやっていただけたのかなという気がしております。本当にこれ

は前進だと思います。

ＬＧＢＴＱ＋、これ以外にもジェンダーギャップだとかという声もやはり聞きます。先日３

月８日に国際女性デーというのが行われまして、これで北海道が結構ジェンダーギャップ指

数、全国で最下位になっている項目が三つあって、教育、行政、経済、全国で最下位になって

いるということなのです。女性が活躍できる場所というのをやっぱりつくっていく、これは全

道的な問題なのですけれども、やっぱり私たちの歌志内からもそういった女性が活躍できる場

所、そういうのを政策としてはうたってますけれども、やっぱりどんどんどんどん女性が働け

る場所、活躍できる場所を提供するということは活気が出てくるのかなというふうに思います

から、是非そういうのを頭に入れて、今後取り組んでいただきたいのですけれどもいかがです

か。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 先ほどの市長の答弁もございましたけれども、決して市政執行方

針にジェンダーの記載がないからといって、本市が取り組んでないという考え方ではございま

せん。議員がおっしゃられたとおり、北海道が全国で低いということは私もニュースで聞いた

ところでございます。ただ、本市につきましては、議長が女性、あとは選挙管理委員長が女性

ということで、非常に本市については今回北海道がという部分としては、ジェンダー問題に取

り付けていいのかという考え方はございますけれども、女性の登用率ということも多いのかな

というふうに感じているところでございます。

非常にこの辺につきましては、ジェンダー問題、私はデリケートな事情な問題も抱えている

のではないかということであります。近隣の市町において、岩見沢、滝川、深川、ここは空知

においてもそれぞれ南、中、北という中核都市でもあろうかと思います。この人口の多いとこ

ろにおきましては、パートナーシップ宣言だとか、そういうことが実施されて近々になってき

ているところでございます。ただ本市のような人口のやはり極めて少なくなっている状況の中

で、この問題については市政執行方針というよりはその場面場面で、広報だとかを通じて、私

は取り入れていきたいなという考え方でいますし、この小さいまちでいくと、先んじて何か極
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めて深く取り組んでいくとなれば、住民に余計な詮索だとか、そういうことも考えられるのか

なと。当事者が困惑することになる事態を招くおそれもあるものですから、そうならないよう

に、デリケートな部分で慎重に取り計らってまいりたいという考え方でございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 分かりました。よろしくお願いしたいと思います。引き続き、お願いし

たいと思います。

骨髄バンクの件でございます。

実施に向けて検討することとしますということで、前向きな答弁なのかなという気がしてお

ります。道内では恵庭市が唯一今、昨年からかな、これをやり出していて、いろいろホーム

ページ見ればどういう事業なのか、助成の仕方しているというのは分かると思います。やっぱ

りすぐにでも、今年度の予算にはもう遅いので、６年度どこかのタイミングで補正を上げて対

応してもらって、令和７年度から通年予算にしていただきたいなと思うのですけれども、そう

いうふうな動きを考えながら検討していただきたいなと思うのですけれども、いかがですか。

○議長（本田加津子君） 加瀬保健介護課長。

○保健介護課長（加瀬卓也君） 今回御質問いただいた北海道の補助事業に関しましては、ま

だ詳細の通知が当市のほうには届いておりませんでして、中身のほうの判断がつかない状態で

ございます。ただ、北海道としましては、令和６年度から実施するということで、その詳細が

間もなく届くかと思いますので、その内容を精査しまして、いつどのようにどのような形で実

施できるかというのは考えて、早ければ早いほどいいとは思いますので、その時期を見て考え

て進めてまいりたいと思います。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 是非示されたらすぐにでも着手していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

最後に教育行政について、一元化施設です。これは今までけんけんがくがくいろいろ話をし

てきました。

児童センター一元化ということをうたってますけれども、最終的には入るものを見たら、図

書館だとかそういったことも入ってきていて、多目的施設になり得るのではないのかなという

ふうに私は思っております。児童生徒の保護者、声をいろいろ聞いているというのは重々承知

しておりますけれども、やっぱり圧倒的にそれ以外の方のほうが歌志内は多いので、そういっ

た方々の声を聞いて、いろいろな形でどういうふうな声があるというのを拾っていって、どう

いうふうな施設にしていったらいいのかなというのを決めて、大体もう決まっているのでしょ

うけれども、その声を聞くということも大切だと思いますので、ぜひそういったこともしてい

ただきたいなと思うのですけれども、いかがですか。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） 先ほどの教育長の答弁にもありましたが、必要なときに必要な情

報を与えて、また必要な声を聞くというのは大事だと思っておりますので、令和６年度から工

事が着工する予定となっておりますが、工事が着工した後も必要に応じて市民の方の声を聞く

必要があるときは聞いていきたいと思っております。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） いろいろ住民の声、これだけ人口減少が進んでしまって、住民の声は逆

に届くのがかなり声が近くなってきているのかなというふうに思いますので、是非その辺行政

から積極的にやっていただきたいと思います。
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窓口の職員の配置に関してなのですけれども、やっぱり歌志内市としては高齢化が進んでい

て、一人で物事ができない、窓口に来てもなかなかできないという方々が多いので、その分

やっぱり職員の方々は手がかかると思うのですね。そういった方々にきちんと寄り添ってお話

ししたり説明したりだとかということをすると思うので、やっぱりその辺の対応というのを、

必要になってくるので、是非今後これから編成期に向かって重要になってくると思うので、そ

の辺を言って終わりたいと思います。ありがとうございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さんの質問を打ち切ります。

一般質問を続けます。

質問順序５、議席番号７番、下山則義さん。

一つ、市政執行方針について。

一つ、教育行政執行方針について。

一つ、空き家対策について。

以上、３件について。

下山則義さん。

○７番（下山則義君） おはようございます。

それでは早速市政執行方針からの質問に入らせていただきます。

１番であります。

市政執行方針について。

「活力と魅力あふれるまち」からの質問であります。

４ページの１３行目であります。

買物の利便性向上につきましては、スーパーマーケットのオープンから１年を迎え、市内の

商業の中核としての云々とあり……。

議長、休憩お願いします。

○議長（本田加津子君） 暫時休憩します。

午前１１時４３分 休憩

────────────────

午前１１時４４分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

下山則義さん。

○７番（下山則義君） 大変申し訳ありません。目までも悪くなりました。

①から始めます。

①買物の利便性向上につきましては、「スーパーマーケット」のオープンから１年を迎え、

市内商業の中核としての云々とあり、併設する地域交流施設の効果的な活用に努めるとありま

す。そこでお伺いいたしますが、

ア、効果的な活用のその内容につきましてお伺いをいたします。

イであります。活用のためのスーパーとの協議につきましてお伺いをいたします。

次に、６ページの１行目であります。

②定住化対策につきましては、充実した子育て支援制度や教育環境を云々とあり、就労のた

めに必要な資格や免許の取得助成制度など、子育て世代を中心とした定住化の推進に努めると

あります。そこでお伺いいたしますが、

ア、資格等取得助成制度のその内容につきましてお伺いをいたします。

イであります。資格等取得制度利用の条件等につきましてお伺いいたします。
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２番であります。

「健康で心ふれあうまち」、７ページの６行目であります。

①病院事業につきましては、歌志内市立病院経営強化プランに基づき、経営の健全化に努め

るとともに、令和７年度よりリハビリテーションが再開できるよう取り組むとあります。そこ

でお伺いいたしますが、

ア、令和７年度からの実施とありますが、今年度に取り組む、その内容につきましてお伺い

をいたします。

イであります。新たに理学療法士を採用し、市立病院でのリハビリが再開されますが、市立

病院の経営状況を考えたとき、この取組に対するその思いをお伺いいたします。

次に、教育行政執行方針についての質問であります。

「学校教育の充実」、３ページの６行目。

①長期休業を活用した学習機会の提供や、外部講師による公的学習塾を開設することによ

り、自主的に学習しようとする児童生徒の基礎学力の向上に努めるとあります。そこでお伺い

いたしますが、

ア、学年別、学習塾の回数と教科内容につきましてお伺いをいたします。

次に、３ページの１９行目であります。

②いじめ防止対策や不登校児童生徒への支援につきましては、学校全体でいじめの未然防止

云々とあり、家庭や関係機関と密接な連携を図り、迅速で適切な対応を心がけるとあります。

そこでお伺いいたしますが、

ア、いじめ防止対策・不登校対策のための保護者との話合いにつきましてお伺いをいたしま

す。

３番であります。

空き家対策についてからの質問であります。

①空き家対策につきましては、今までに何度も質問を行ってきましたが、歌志内市にとって

大変重要な案件であるとの答弁がありました。そこでお伺いいたしますが、

ア、このたびの市政執行方針に、空き家対策について触れられていない、その理由をお伺い

いたします。

イであります。空き家対策の職員の配置、組織の体制についての答弁もございましたが、今

後の組織、そして体制につきましてお伺いをいたします。

ウであります。歌神の空き家につきましては、今後の状況につきましてお伺いをいたしま

す。

エであります。歌神の空き家同様、事故等の危険回避のために歌志内市が事務管理をしてい

る空き家についてお伺いをいたします。

以上３件でありますので、答弁をよろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 理事者答弁。

柴田市長。

○市長（柴田一孔君） －登壇－

それでは、下山議員の一般質問についてお答えいたします。

私からは件名１及び３を御答弁申し上げます。

一、市政執行方針について。

１、「活力と魅力あふれるまち」の①のア、効果的な活用の内容についてでありますが、地

域交流施設の活用につきましては、現在はお客様のバスやタクシーなどの待合所や休憩所とし
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て使用されておりますが、特段有効的な活用に至っていない状況であります。

今後、認定こども園に協力をお願いし、園児が描いた絵画などを飾るなど、広く集客に結び

つくような施設の活用を考えているところであります。

次に、イの活用のためのスーパー側との協議についてでありますが、地域交流施設につきま

しては、市がスーパーに管理を委託している施設であり、民間企業の目線による意見をいただ

くことはありますが、具体的な共同によるイベントなどの活用についての協議までには至って

いない状況であります。

次に、②のアとイについてでありますが、関連がありますので、一括して御答弁申し上げま

す。

歌志内市女性の専門職資格取得支援補助金交付事業の内容につきましては、子育て中の女性

を対象に再就職や非正規雇用から正規雇用への転換を促進するなど、女性の活躍する社会の実

現及び定住促進に資するため、取得した資格などの費用の一部を助成するものでございます。

利用の条件といたしましては、対象者を２２歳以下の子を養育している市内の女性とし、離

職中または非正規雇用で就労している方、ただし、ひとり親世帯は正規雇用でも対象としてお

ります。

また、対象となる資格につきましては、就労のために必要な資格等といたしまして、厚生労

働大臣が指定する教育訓練やそのほかこれに類するものとして、市長が認めるものとしており

ます。

補助金の額につきましては、資格等の取得に要した受講料などの経費の３分の２、ただしひ

とり親世帯は全額とし、２０万円を上限としております。

実施期間は令和５年度から７年度までの３年間を予定しており、申請は１人につき同一年度

内に１件までとしております。

次に、２、「健康で心ふれあうまち」の①のア、リハビリテーションの再開に当たり、今年

度に取り組む内容についてでありますが、市立病院では平成２１年１１月からリハビリテー

ションを休止し１４年を経過している現状から、令和６年度はリハビリ室内にある医療機器の

更新をはじめ、医師や看護師などとの院内各部署との連携確認のほか、具体的なリハビリ内容

を検討することとしております。

なお、理学療法士を確保するため、令和６年度の早い時期に公募・採用試験を実施し、人材

を確保する予定としております。

次に、イのリハビリテーションの再開に向けた取組に対する思いについてでありますが、こ

れまで市立病院では経営健全化計画に基づき、節電や節水などの基本的な経費節減のほか、病

院職員一人一人がコスト意識を持ち、経費の節減に努めているところでございますが、経費の

節減、抑制には限界があることから、持続可能な病院経営を図るための収入確保の一つの方策

として、令和７年度にリハビリテーションの再開を目指すことといたしました。リハビリテー

ションを再開する場合は、理学療法士などの人件費のほかリハビリ機器の更新費用など新たな

負担が生じますが、本市の高齢化率が５４％を超過していることを考えますと、今後リハビリ

テーションの必要性がますます高まっていくものと推測しております。このため、市といたし

ましても、市立病院のリハビリテーションの再開に対し、財政的な支援を含めて、共に取り組

んでまいりたいと考えております。

続きまして、３の空き家対策について、①のア、市政執行方針に空き家対策について触れて

ない理由についてでありますが、空き家対策につきましては、これまで同様今年度につきまし

ても市政執行方針に掲載はしておりませんが、令和５年度には歌志内市空き家等対策計画を策
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定したところであり、第三者組織である検討委員会も設置いたしました。今後はこの検討委員

会の御意見をいただきながら、空き家対策に取り組み、安全・安心なまちづくりにしっかり取

り組んでまいります。

次に、イの空き家対策の今後の組織・体制についてでありますが、現在空き家対策は建設課

の所管として行っておりますが、担当職員は他の業務と併せて行っております。空き家対策の

重要性から専任の職員配置の必要性についても検討したところでありますが、市役所全体の職

員数や職員配置の現状から、すぐに配置することは難しいと考えており、当面は引き続き担当

者を中心に庁内横断的な協力の下、取り組むこととしております。

次に、ウの歌神の空き家の今後の状況についてでありますが、歌神地区の空き家につきまし

ては、これまで市として対応した経費については、相続人の方に請求するなど対応しておりま

すが、引き続き必要な手続について、誤りのないよう十分注意を払いながら取り組んでまいり

ます。

なお、本件につきましては、さきに設置した空家等対策検討委員会による協議、検討をいた

だきながら、適切に対応することとしております。

次に、エの歌志内市が事務管理している空き家についてでありますが、本市におきまして

は、これまでに予算の支出において、事務管理という科目名称を使用した経緯はありますが、

事務管理として現状取り扱っている空き家物件はございません。

以上で、私から答弁させていただきました。

○議長（本田加津子君） 織田教育長。

○教育長（織田靖雄君） －登壇－

それでは、私から、二、教育行政執行方針について。

１、「学校教育の充実」の①長期休業を活用した学習機会の提供などについて御答弁申し上

げます。

長期休業を活用した学習の機会の提供につきましては、夏休みに実施したチャレンジサマー

では１年生５名、２年生４名、３年生３名、４年生５名、５年生２名、６年生１名が参加し、

４日間にわたり、主に算数のドリルを用いて１学期の復習を行ったところでございます。

また、冬休みに実施したチャレンジウインターでは、１年生４名、２年生４名、３年生２

名、４年生５名、５年生１名が参加し、３日間にわたりチャレンジサマーと同じく算数のドリ

ルを用いて２学期の復習を行っております。

公的学習塾につきましては、英・数の２科目で実施し、８月１９日から３月２３日までの期

間、全２５回の日程で開催しており、８年生３名、９年生３名の計６名が受講しているところ

であります。

次に、②のア、いじめ防止対策と不登校児童生徒への支援についてでありますが、保護者に

対する対応としましては、担任教師や管理職のほか、場合によっては生徒指導主事やスクール

カウンセラーなどが定期的に家庭訪問などを行っているところであり、実情などを適切に把握

した上で、児童生徒本人や保護者の意思を十分に尊重した支援対策を講じていくこととしてい

るところです。

以上、私からの答弁を申し上げます。

○議長（本田加津子君） 一般質問の途中ですが、ここで午後１時まで休憩といたします。

午後 ０時００分 休憩

────────────────

午後 ０時５７分 再開
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○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。

下山則義さん。

○７番（下山則義君） 答弁をいただきました。それでは改めて最初のほうから再質問に移ら

せていただきたいと思います。

まずスーパーマーケットの交流施設の有効な活用に努めるという流れの質問をいたしまし

た。この内容についてはほかの方も質問している、そして答弁もいただいているので、内容に

ついては先ほどから分かっているのですが、何かしら買物した後のスーパーマーケットでそう

いう何かを待つですとか、人を待つ、バスを待つ、そういうのはあるのでしょうけれども、な

かなかそこで何かのイベントのようなものだとか、客を集めるというのはやっぱりデパートの

ようなところとちょっと違うのかなという思いはあります。ただ、何かの活用のためにつくっ

たものですから、それを皆さんで一緒になって、我々も一緒になって何かかにかの形づくりを

していかなければならないと思うのですが、まず子供たちの絵だとかそういったものを展示す

るような感じ、そこでそれが集客になるかというとそうでもないのかなと思いながらも、何も

使ってないよりはそれはそれで市民の方々が楽しめるのかなと、そんな思いですけれども、何

かほかのことで考えられるような、そんなような状況の計画みたいな思いつきのようなことは

ないのでしょうか。答弁いただければと思いますがいかがでしょうか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 今、子供たちの絵だとかという話はよくいろいろなほかのまちの

商業施設とかでも例えば母の日のお母さんの笑顔を描いたとか、子供の日ですとか、そういっ

たものを飾っている様子をよく伺います。今回もそのように飾って、親御さんですとか、祖父

母の方々がそれを見に来て、そしてまたお店のほうにも伺って、集客のほうにもつなげるとい

うのが考えではあるのですけれども、いろいろ限られたスペースでありますので、何かものを

大きく展示するとか、そういったイベント、正直難しいのかなと。先週８日の佐藤議員からの

お話もありましたけれども、市内業者の展示販売、そういったものもどうなのかというお話が

ありましたので、それは是非今年度考えていきたいというふうには思います。そのほかに、絵

とかだけではなくても、例えばの話になりますけれども、社会福祉協議会でやっております集

いの場という高齢者の集まりがあります。その中でもいろいろな作品等を作ってますので、そ

れも何らかの形で展示したりすることができないかなというふうには考えております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 分かりました。なかなか難しいようなこともあろうかと思います。た

だ、せっかくつくったもの、そしてそれを活用しなければならない、集客するために。なぜな

ら、そこをつくったがためにその料金が毎月毎月のお店屋さんの建てるための、そこにあるた

めのその料金と同じような額なのですよね。であれば、もう本当にそれを利用しない手はな

い。利用しなければならないという立場にあるのではないかと思うのです。そういったことも

考えながら、形をしっかりとつくっていただきたい。そのようにお願いいたします。

次の質問ですけれども、スーパーと協議まで至っていない。至っていないということはして

いないということなのでしょうけれども、これから至るような状況をつくるのかどうなのか、

答弁してください。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） スーパー側といたしましては、この地域交流施設、これはあくま

でも市の施設というような捉え方をしております。ですので、スーパー側からああしてほし
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い、こうしてほしいだとか、そういった要望というのがありませんけれども、やはり効果的な

活用という面では、スーパー側としてもいろいろな考えがあるのではないかなというふうに思

います。スーパーの活性化といいますか、利用に大きくつながるという部分では市もスーパー

も同じ共通の考えだと思いますので、これから私どものほうから、市のほうからスーパーのほ

うに何か活用方法一緒に考えませんかというふうに投げかけてやっていきたいなというふうに

思います。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 建ててもらって、そのスーパーも使っている相手側でございますの

で、そういうものがあるのであれば、行政と一緒になることによって集客可能になるというこ

とをやっぱり考えるでしょうし、そういったことも、それが一番の狙いなのですけれども、そ

ういったことも目標に置きながら、何らかの活用をして、そして集客できるような状況をしっ

かりとつくっていただきたいと思います。

次のほうに入っていきます。

子育て世代の方々を中心に、そして２２歳以下の子供たちを養育している女性の方、そうい

う方々のための何かしら職業を得るための資格だとかそういうのにお金を出しますよというこ

となのですが、主に狙うものというのはやっぱりあると思うのです。例えば介護のほうの資格

ですとかね。そのほか事務の資格もやっぱりいろいろと検定がありますから、そういったもの

持ってない、持っているで大分違うと思うのですが、これをやることによって、この成果をど

のように考えようとしておられるのか、少し答弁いただきたいと思いますがいかがでしょう

か。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） この女性の専門職資格取得補助金につきましては、今議員

おっしゃられたとおり、子育て中の女性対象にしております。この助成金の目指すところは、

今言われている女性の活躍をどんどんしてもらおうというところにもございますし、今仕事を

している方で例えば非正規職員の方が資格を取得することによって、正職員になるとか、もし

くは今離職されている方が資格を取得して再就職する道が開けるとか、そういった雇用につな

げるというところと、それから女性の活躍に対して期待をする。もしくはそれにさらに定住

化、子育て中の世帯の方を定住化につなげていきたいというところに入れるところでございま

す。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 分かりました。

働きたい、働かなければならない、働きたい女性が今までと違った職に移っていくために、

あるいはもっとスキルアップするために資格といったものは絶対に必要なものだと思います

し、ましてやそれを自分のものにすることによって、その人の人間が一回り大きくなる、そん

なような状況が正直あると思います。しっかりとサポートできるような、そんな体制をつくっ

ていただきたいと思います。

そして、その方々が定住に結びつくような形になると思うのですけれども、これを支援しま

すよということに対して、相手側に対する条件みたいのがやはりあろうかと思うのですが、そ

れはどのようになっているのか答弁いただきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） 条件といいますか、対象者は先ほど言ったように、市内在住

の女性の方、２２歳以下の子の養育者等となるのですけれども、資格の内容につきましては、
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特に大きなというか細かな制約は設けておりません。基本的にはちょっと例示できるのが、厚

生労働大臣が指定する教育訓練講座、これ１,５００種類ぐらいあるのですけれども、様々な

資格、免許等に対して講座の受講料、受験料、教材費等々そういった経費を全て対象にすると

いうことにしておりますので、上限２０万円というのはありますけれども、何かしらの形で支

援できるかなというふうに考えております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 正直、そのことを渡すことによって資格が取れました。歌志内市には

その資格を使うところがありません。でも隣のまちにはそういう資格を使うところがありま

す。そっちに移って生活しながらその資格を生かそうかななんてことは考えられるような状況

になるのかなと思ってみたりもします。

お金を出す以上はしっかりと歌志内市に定住をしてもらいたいということが私は条件になる

のかなというふうに思って質問したのですが、そういうことではないというふうに聞かせてい

ただいていいのでしょうか。

それと同時に、そうなった場合、どういう対処を取るのかということも一緒になって答弁い

ただければと思いますが。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） 今議員御指摘のように、そういった場合もあろうかと思いま

すけれども、まず対象になるのは市内在住の方、それから免許取得してそういった事実がある

ということが対象になります。

今言われたように、二次的、三次的な話になると思いますけれども、基本的には定住してい

ただきたいという気持ちではありますけれども、就職先がないというようなところも当市のそ

ういった大きな課題でもあろうかと思いますが、ただ、今市内に在住されているお子さんを育

てながら頑張っているお母さん方に、何とか資格を取って次のステップ踏んでいただけるよう

な、そういった道を開けるという意味ではこの制度を活用していただきたいというふうに考え

ています。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 分かりました。ただ、心配なのは、今課長が最後に言いましたよう

に、歌志内市にはその職場、資格を持っても仕事する場所がないというのは、実際その内容に

よってはあり得るのかなという思いでおります。そういったことも踏まえながら、取ってもい

いですから１０年いてくださいというのはなかなか言いづらいところもあるのかもしれませ

ん。ただ、この制度は大変いいことだと私思います。お母さんがずっと家の中に閉じ籠もるよ

うな状況ではなく、働きに行けるような状況のためにそういった資格をしっかり取る。よろし

いのではないかと思います。是非ともそれをうまく続けていっていただきたいと思います。

次に、病院事業。

リハビリテーションが令和７年度から始まりますというところで、私がこれでちょっと気に

なるところは、まずは理学療法士、これを来てもらうということですね。来てもらって、そし

て今まであった、場所はあるけれども、機材がいろいろとというような話も以前に聞いたこと

があります。それを買い求めていかなければならないのも分かります。そういったことも踏ま

えて、６年度の間それをやるのかなというふうな思いでいるのですが、その辺のところちょっ

と答弁いただければと思いますがいかがでしょうか。

○議長（本田加津子君） 大家市立病院事務長。

○市立病院事務長（大家浩二君） まず、理学療法士の募集についてなのですけれども、昨今
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医療現場だけではなくて、様々な業界において、人手不足という状況にあるということは御承

知のことと思いますけれども、このため募集に当たりましては、単に市のホームページとかハ

ローワークへの公募だけではなくて、有料の広告業者を活用したり、それから北海道内に理学

療法士を養成する学校が１２校程度あるということなので、各学校に募集要項を送付したり、

場合によりましては、直接学校のほうに伺って、募集活動を行う必要があるというふうに考え

ております。

いずれにいたしましても、理学療法士の確保については、令和６年度の早い時期に取り組ん

で人材を確保したいというふうに考えております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） まず、リハビリテーションをつくるためにはそこに落ち着く先生が必

要だということなのだと思います。後々そろえていかなければならないものもたくさんあろう

かと思いますけれども、今の状況を考えると。

ただ、今までも一番私は気になっていたのは、ベッド数満床埋まらないことがあると。その

埋まらないことが非常につらいのだというところがあって、こういうことを始めなければなら

ない。始めなければならないということは、ある意味挑戦のアクションを示しているのだなと

いうふうな思いでいます。その辺のところも含めて、ちょっと答弁いただければと思いますが

いかがでしょうか。

○議長（本田加津子君） 大家市立病院事務長。

○市立病院事務長（大家浩二君） リハビリを再開するという大きな目的としては、まず歌志

内の人口の高齢化率、先ほど答弁あったように５４％を超えてきているという部分、それか

ら、一番大きな要因が病院の収益を確保するという部分で、主な病院の収益が大半が入院収益

ということで、これまでも議会の委員会等で御説明させていただいたのですけれども、昨今近

隣の医療機関でリハビリを積極的に行っているという部分があって、ある程度医療行為が終了

した患者さんを転院させる場合、リハビリの継続というのがまず相手側の医療機関、それから

家族等のそういう思いもあって、そういう部分で現状当病院ではリハビリやってないという部

分で、そういう患者さんがほかの医療機関に流れている、そういう部分で患者も安定的に確保

できない。したがって収益も確保できないという部分に至っておりますので、このまま手をこ

まねいていましたら、病院の運営自体に危機を非常に感じておりますので、最終的にリハビリ

やってどれだけ収益が確保できるのかという部分は実際にやってみなければ分からないと思う

のですけれども、病院としましても全職員が共通の認識に立って、何とか成功させて病院の経

営安定するような形で行っていきたいということで、取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 正直以前にも、私も歌志内の市立病院に通っている人間なのですが、

よく入院患者ちょっと足りないのだと。ベッドがどうしても満床にならないと。歌志内市立病

院の一番収入になるのは、病院に入院して、こんな言い方していいのか分からないけれども、

ちょっと重篤な方がおられると、というような話を聞きます。まずは入院患者を満床にすると

いうことが必要なのだということを感じます。それと同時に、その方をベッドだけではなく

て、少しベッドから離れるような状況づくりもやっぱりしていかなければならない。これはも

う医療機関としては当然のことだと思いますし、そうすることによって、１日でも１秒でも長

く生存できるというふうな状況にもつながっていくのだと思います。

なかなか難しいでしょうけれども、病院もその方を入れて、そして器具もそろえて、恐らく
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そこに一緒につく看護師さんなどもいるのでないかと、人件費もかかると思いますけれども、

まずはそれをやってどうなるかということに挑戦していくのも大切なのかなという思いでござ

います。必ず成功させるような状況づくりを、事務長一人が苦労するのではなくて、病院全体

でそのような状況づくりをしてもらえればいいなというような考えでいますけれども、その辺

のところも答弁いただきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 大家市立病院事務長。

○市立病院事務長（大家浩二君） 今のリハビリ再開への決意のような部分だと思うのですけ

れども、昨年実施しましたリハビリ再開への市民アンケート、こちらのほうでも回答者の年齢

が高くなるにつれて、多くの市民から是非リハビリを再開してほしいという思いが多く寄せら

れております。その上でも病院の経営を安定したものとするために、今お話のあったリハビリ

の再開だけではなく、院内の各部署と経営改善に向けての取組について、自分たちでまず何が

できるのかというのをあらゆる機会を通じて協議してまいりたいなというふうに考えておりま

す。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 絶対に必要なことだと思います。

何がなくて今の状態が続いていくのではなくて、そこで何かをつくって今の状態が続かな

い、それもいい方向に行くような状況づくりをやっていただきたいと、そのように願うところ

でございます。

そして、市長が目指す歌志内市のまちをつくる、そんな内容の一つの担い手になっていただ

ければなというような思いでございます。市長にもこれについては言葉いただきたいのです

が、今病院でそういった内容の計画を立ててやるようでございます。歌志内市からもある意味

思いが必要かと思います。答弁いただきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 今ほど大家事務長のほうから説明ございましたけれども、病院のほう

もやはりベッド数の確保という部分が急務となっているところでございます。議員も御承知の

とおり、入院患者と外来患者の収益については、外来の約４倍が入院患者ということになって

おります。

ある程度医療行為が終了した患者さんを転院をさせる場合にやはりリハビリの継続されるよ

うな病院がなければならないということで分析をしているところでございますし、現在のとこ

ろ約６０の病床数に対して５０前後ということで、この安定化を図るということになります

と、やはりリハビリをしていくというのが最善の方法かなというふうに思っておりまして、そ

んなことでいわゆる普通交付税、特別交付税、これについてはベッド数によるところが非常に

大きいと、ウエートを占めてますので、これらを死守しながら健全化に向けて、私たち市も

バックアップといいますか、共に対応していきたいというように思っております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） それでは、次に教育行政執行方針のほうに行きたいと思います。

この質問に関しては、以前にもしています。その以前にもした一番の目標というのは、いろ

いろなことをやるでしょうけれども、一番今必要なことはやっぱり高校に移っていく児童生

徒、生徒になりましょうか。そういう子供たちの学力を上げてやりたい。私はこれをもう本当

に必要なことだと思いますし、今だけでもいいから、いや、今だけでは駄目ですけれども、私

の思いとしては今だけでもいいから間違いないところに進ませてあげたいというのが正直根底

にあります。
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前回、こういった質問したとき、教育長もそれは分かっていますという答弁をいただいたと

いうふうに記憶していますが、これに関する私の今の思いが入り込んでいるのかどうなのか、

教育長から少し答弁いただければと思いますがいかがでしょうか。

○議長（本田加津子君） 織田教育長。

○教育長（織田靖雄君） ありがとうございます。学校教育に対しての熱い思い、切に我々も

受け止めております。

学力についてはとにかく社会で生きていくため、生き抜いていくためには根底となるもので

すので、そういう部分については確実な学力をつけさせたい、それが私の思いでございます。

最低でも６割程度、学校卒業の６割程度はつけさせていきたいと思っていますけれども、なか

なかやはりそういうわけには、全員が行くわけではありませんけれども、やはり確実に生き抜

いていく、そして考える力を培えるような学校教育を目指していきたい。

この施策ですけれども、今ずっとやってきております公的学習塾、それからチャレンジサ

マー、チャレンジウインターについても過去からずっとやってきておりまして、間違いなく確

実に学年の差はありますけれども、力はついてきているなと思っております。そして、私が見

ている限りでは、全国の学力・学習状況調査においても、全国平均を上回るなど、そういうよ

うなデータも出ておりますので、この施策については間違っていないと考えておりますので、

今後も引き続き行っていきたいと考えているところでございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 学力はつくと。私の一番の目標というのが、今度ある９年生が行わな

ければならない、社会での初めての自分の力というものを試される試験があります。それに対

しても何か力をつけるような状況づくり、今年度の方向性だとか、今高校が求めている学力は

どういうものなのかということも含めた学びの場にしていただきたいなという気持ちがちょっ

と強いのですが、いかがでしょうか。答弁お願いします。

○議長（本田加津子君） 織田教育長。

○教育長（織田靖雄君） 教育に関してもそのときそのとき、いろいろ変わってきてまいりま

す。昔は学力学力という形で数字が出てきましたけれども、今ではどちらかというと、考える

力、そして資料をたくさん活用しながら社会に応じていろいろな、多種多様な部分について理

解を深めていく力が求められています。協働的な学習という形でも、もう既に始まっておりま

すし、もちろん考える力をつけさせるような、今年の入試でも昨年度からも入試の傾向は変

わっておりますし、これから大学入試でも傾向がどんどん変わってきますので、それに対応す

る力を今確実に学校のほうではつけさせていると思いますので、御承知いただければ、また機

会があれば学校のほうに授業を見ていただければと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 分かりました。

それでは、次、いじめの防止、そして不登校。

以前からずっと不登校の子供がいるということで、私も気になるところなのですが、その状

況はまだ変わっていないというふうに私なりに認識しているのですが、それでよろしいのか答

弁をいただきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） 現在も数名の児童生徒が不登校ぎみであるという報告を受けてお

ります。
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○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 今までの方々だけなのか、それとも新しい子供たちも入ってその数名

なのかということを答弁いただきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） 基本的に継続して不登校ぎみになっているということでございま

す。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 分かりました。

不登校といいながらも、今は遠隔で操作しながら学校の教育内容を受けることができる。間

もなくすると一元化施設ができますので、そこの一元化施設の中で学校に通わないけれどもす

ぐ近くでそういった教育が受けることができる、そんな形というのは今の学校に行けない子供

たちにとっていいことなのかなと思います。

我々の頃はたたかれて学校に行かされて、学校に行ってたたかれて帰ってきましたけれど

も。そういうことは今絶対駄目だというよりも、行けないのだったら行かなくてもいいですよ

というふうな形になっている。そういう状況がちょっと理解しづらいところあるのですけれど

も。ただその子供たちのために、子供たちの将来のためにはやっぱり学校のほうで懸命になっ

てやっていただかなければならないと思いますので、最終的なそのことに対する答弁をお願い

いたします。

○議長（本田加津子君） 織田教育長。

○教育長（織田靖雄君） 不登校については本当に御心配をかけているところでございます。

昔と違って、不登校に関わる部分については、原因がよく分からないというのが本当になっ

ています。したがって、今取り得る手は家庭との連絡を密にしながら、いろいろ本人とも話を

していって、少しでも改善の方策を見つけた場合にはそれに傾注をしていくという形で行って

おります。

今度の一元化施設のほうにおいても、そういうような今下山議員がおっしゃられたような対

策といいますか、適応指導教室とかほかのまちではよく言いますけれども、そういう部分でも

活用できていけたらなと考えております。特に密着をしながら学校教育を進めていきたいなと

思っているところでございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 分かりました。よろしくお願いします。

次いで、空き家対策のほうに移りたいと思います。

今のところは空き家対策では、市政執行方針には触れられていないというところがどうなの

かなという思いでいるのですが、これは今までもあまり触れられていない。でも重要な案件で

あるということも、市長は私からの一般質問の中でも答弁しています。私はこれはあってもい

いのかなという思いでいます。

それと同時に新たな対策協議会をつくる。対策の実施を市政執行方針の中に載せて皆さんに

知らせる、これが必要なのではないか、そこから始めるべきではないかという気持ちがあるの

ですが、市長、これやるかやらないかというよりも、市政執行方針に載せていただいて、皆さ

んにしっかりと知らせて、そして歌志内市がどんどんそれに向かっていくということをやって

いただければいいなというふうな思いがあるのですよね。そうでないと、この空き家はなくな

らないと思うのですよ。そして、空き家の情報も入ってこなくなってしまうような形がいずれ

できるのではないかというような気がするのですけれども、これについてはいかがなのでしょ
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うか。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 空き家問題につきましては、本当に長い年月をかけて法的なものもそ

の対応も変わってきているところでございます。しかしながら、市民は空き家を放置してはこ

のようなことが起こるということをかなり浸透してきているという部分もございますし、現在

進めております解体費の助成、これらについても十分認識されてきているなというふうに思っ

ております。今後は横断的な内部の対応をしながら、空き家を少しでも少ない形にしていくと

いうことを考えておりますので、あえて市政執行方針という部分では触れておりませんでし

た。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 今横断的なという答弁が出ましたけれども、これはもう組織の中でと

いうふうに認識します。どこか一つだけがやるのではなくて、ましてやこの前も質問の中で言

いましたけれども、課の課長が一人で空き家対策をして、それを見るのが副市長でということ

は私はあってはならないと思うのですよね。そういうことをしていると、本当に、課長はその

課をまとめる、全体をまとめる方なのでしょう。そういう方に一つの担当をさせるということ

自体があまりよくないことなのではないかなというふうな思いがあります。そういったことに

対する組織の編成だとかということも今回言っていますし、人材の確保ということも質問して

います。それに対する答弁をいただければと思います。

○議長（本田加津子君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） この空き家の対策に関しまして、これまでも下山議員のほうから建

設課のその業務の当たり方がどうなのかと、体制が不十分ではないのかといったことで御質問

いただきまして、実際に建設課長を中心に空き家の部分について、対応してきている部分でご

ざいます。ただ、実際のところ、不足しているというか、もう少ししっかりと法的な部分も含

めて、根拠とかそういうこともしっかりと踏まえた中で対応すべき部分があるのかなと、その

ように考えているところでございます。

ただ、先ほど市長から答弁にありますように、基本的には現在の行政事業的なものを考え

る。それから先ほど来お話、答弁ありましたけれども、現在の職員の数の部分も踏まえ、トー

タル的な部分で考えていかなければならないのかなと。十分空き家の業務の重要性というか、

難しさという部分については私どもも認識はさせていただいております。当面、現体制という

形で考えているところでございますが、今後そういった対応する件数が増えるという部分、そ

れから第三者の検討委員会、こういったところからもいろいろな意味で意見をいただくことに

なろうかと思いますので、その辺も考えながら体制の在り方というものは引き続き考えていき

たいなと思っております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 横断的に今までのあった答弁がある、確かに今の歌志内市の職員体

制、もとの話だと中間層が育っていないだとか、そういうこともありました。人材、数は、人

数はもう大体いいのだろうけれどもというような状況の内容も分かります。それは理事者側の

内容であって、我々市民はそうではなくて、きちんとやってくださいなのです。それに尽きる

と思います。ましてや、今にも崩れそうな危ない空き家があったりする。それに対してもまだ

大丈夫なのですなどという回答が返ってくる。そういうこと私経験していますので、それは

やっぱりないと思います。いいでしょう、分かりました。ともかくこの空き家は大切ですの

で、しっかりとやっていただきたい。
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それと同時に、今までもいろいろと話を聞いています。空き家の質問をしています。先ほど

の市長からの答弁の中で、歌神の空き家について、請求を実施しているというような内容の答

弁がありました。これはいつのときの請求なのか、答弁いただければと思います。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 過去に歌神の空き家においては、３回ほど請求が発生しておりまし

て、初回の部分においては令和３年７月２６日、そして令和４年７月５日、さらには令和４年

８月９日ということで行っております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） その内容で請求はしたということを答弁もらったのですが、請求した

となれば調定が起き上がっていると思うのですが、その辺について答弁お願いします。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 先日の決算審査特別委員会で御指摘いただきましたとおり、調定は

行っておりませんでした。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 今もやっていないということですか。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） ただいま手続の対応でまずは請求先は確定しているものの金額、さ

らには請求書の様式、調定を起こす前の段階で取り組んでおりまして、早急に調定まで結びつ

けたいと思っております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） これ１２月の決算審査委員会で、賛成者の討論の中でしたよね、この

話ありましたよね。あれからずっと何もできていないということですか。失礼。何もやってい

ないということですか。答弁お願いします。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 取り組んではおりましたが、時間がかかってしまっていまして、申

し訳ございません。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 市長、これは課長一人でさせているからこういう状況になったという

ふうに私は今認識するのですが、その認識でよろしいですか。要するに新しい組織をしっかり

とつくらなければならないという思いも込められているのですが、それでよろしいでしょう

か。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 先ほどの質問で市長が答えましたとおり、主たる担当者が兼務とい

うことでございまして、当然所属長である私が采配を握って全ての業務は遂行するわけですけ

れども、主たる担当者が兼務ということで、この間ちょっとお時間かかってしまっているとい

うことです。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 時間があまりないので、ちょっとはしょりますけれども、まずは請求

書が間違っていた、請求書がいつも出さなければならないという法令にあるものと違ってい

た。それで請求していると。それは指摘私しましたよね。その後に新たにやり直します。これ

副市長も市長も言っておられますよね。それがいまだにできていないという答弁でよろしいで

すか。
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○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 様式が定まってないのもさることながら、確定額をまず明らかにし

て、それから調定を起こすと。まずは調定が先ということになりますから。そして、後で、確

かにおっしゃるとおり、調定の変更というのはいつでもできますので、まずは調定を先に行う

べきだという御指摘はありますけれども、確定をさせてそれから調定ということで、残念なが

らちょっとお時間かかってしまったところでございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 今まで３か月動いていなかったというふうに私は思うのですよ。そち

らにはそちらの都合あるでしょう。でも市民はそう見ませんからね。それはやっぱりもっと真

剣になってやっていかないとまずいと思いますよね。こういうことありますので、新たな体制

ということ、先ほど話出ましたけれども、それをもっともっとしっかり考えてやっていただき

たいと思うのですよ。例えば建設課なら建設課でもいいけれども、今問題になっている空き家

対策室のようなものをつくって、そこで課長がいて主幹がいて、その一連の流れの方々がい

て、人数足りないと言っているのでしょうけれども、人数足りない、人数足りないで、何もし

なくていいですというわけには絶対いかないと思うのですよ。そういったこともしっかりと考

えて、市長答弁いただけますか。（発言する者あり）

どうぞ、止めてください、時間。

○議長（本田加津子君） 暫時休憩します。

午後 １時３５分 休憩

────────────────

午後 １時３７分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会議を再開します。

山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 先ほどの請求の年月日に誤りがございまして、直近は令和５年７月

１４日に例の解体をした２３８万９,２００円の請求が一番最後ということで、この請求の部

分においても調定はしていなかったということでございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） こういうものを請求を起こすと同時に調定はできるものですよね。な

ぜこれができなかったかというと、決められていない請求書でつくるからできないのですよ。

決められていた請求書でつくると、それが何重にもなって全部出来上がるのですよ。そこから

間違っている。その間違いのことを言っても、訂正しますといって訂正していない。私はいか

がなものなのかと思います。

調定上がっていないということで分かりますけれども、この前の１２月の決算委員会で賛成

する討論した人が、やってもらえるものだと思って賛成しているのですよ。それがいまだに

やってないといったら、あの賛成は何だったのですか、我々。そういうことにやっぱりなるの

ですよね。しっかりとやっていただきたい。

それと同時に、こういう大変なものに対しては課の一人にやらせるのではなくて、みんなで

やれるようなそういう形をつくらなければ絶対ならないと思いますよ。大変でしょうけれど

も、そうでないと、これから空き家は本当増えますよ。それ一つ一つ対応していかなければな

らない。その状況をつくっていくというのは本当大変だと思うのですけれども、その辺のとこ

ろどうなのでしょうか、市長。答弁いただけますか、短くね。できるかできないかでいいです

から。
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○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 大変、その調定をしてなかった部分に関しましてはおわび申し上げた

いと思います。この問題は非常に難しい問題でございます。うちの山田課長のほうでは災害対

策基本法に基づいてということで答弁していると思います。これ今検討委員会をつくって、弁

護士を入れて、いろいろこれから第２回目をやっていこうと思っております。

基本的には災害対策基本法という部分に関しては、請求をしなくてもいいこともあり得るこ

とになっておりまして、その辺そこが真に請求すべきものかという部分でちょっとその部分に

関しては空に浮いているような状況にもあるのかなと思いますので、速やかに第２回の空き家

等の対策検討委員会、これを開催して、弁護士の意見を聞くなりして、速やかに調定を含め請

求ということを進めていきたいと思っております。

以上でよろしいでしょうか。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 市長からよろしいでしようかと言われたら、なかなか駄目ですとは言

いづらいですから、よろしいですが、正しいことを一つ一つやっていかないと、ここを間違っ

たけれども通ったんだと、これだけ言ったけれども通った、もうちょっとやっていいかなと

なってしまうのですね、人間は。それが大きなことにつながってしまう。駄目なものは駄目で

すよ。私はそう思いますよ。それが公務員として身を守られていることだと思います。その辺

のところをしっかりと守っていただきたいと思います。

それともう一つなのですが、私がそちらのほうから公文書公開でもらったものがあるのです

が、その中に入っている歌神の空き家について、特措法でこれは特措法の空家で準用するので

それをどこに人がいるのかを探しましたという答弁がありました。そのもともとは法務局です

という答弁だったというふうに記憶してますが、私も法務局に行って聞いてきました。法務局

の人は、それは分かりますよ、お金６００円出したら教えますよと。そこから調べるのは相手

の市役所あるいは区役所のほうに出して、その用紙を出す。要するに、戸籍調査についてとい

う流れ、これもらったものです。これもらって、これを出して提出しなければならない。その

中に書かれているものは、歌神の空き家について根拠となるものは、空家対策推進に関する特

別措置法の１０条の第３号、これで出しましたとなっているのですが、これはここの空き家は

特別措置法の空家ではない、そのとおりですよね。まずそれ答弁してください。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 空家とみなして１０条の３項を適用して御照会をかけているという

ことです。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 準用という言葉が出ました。

法務局に行って、振興局に電話をして、準用という形で出るのでしょうかというふうな話を

確認しました。準用って何ですかと聞かれました。私も準用としか知りません、そういうふう

に言って、それであれば歌志内市は歌志内市のやり方があるのでしょうから、歌志内市の中で

完結してください、それも言われました。あと近隣の市役所に行って、こういった形で、こう

いった形でやっているのですけれども、準用という形の考えみたいですと。でもこれには準用

と書いてないのですよね。ということは相手これを見たら、特措法の空家だと思って出すので

すよね。そういうことがあって、この方がどこにいるかということが分かって、こちらで違っ

た請求書で請求しているのですよね。答弁いただきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。
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○建設課長（山田元君） 特措法に基づいた空家指定というものは行っておりません。なぜな

らば、１０条の３項というのはあくまでもみなすという、準用、みなすという言葉、私先ほど

使いましたけれども、空家等とあるか否かにかかわらず判断することが事前に指定をするとい

うことはなしに、空家とみなして１０条の３項を適用しているということでございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 私が振興局や違う近くの市役所で聞いたこと、あるいは法務局で聞い

たことと違うこと言ってますよね。この空き家はそれにみなされる空家ではないと、準用とい

う言葉は何ですかという言葉がありました。歌志内市だけがあるのかなというふうに私は思い

ます。そこで、ちょっとお尋ねしたいのですが、歌志内市の市役所の中に特別措置法の法律の

準用に基づいて、そちらに住んでおられる方の名義であり、名前であり、住所を知りたいと

いったら、これ教えてくれるのでしょうか、答弁をお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 突然何か市民課のほうなのかなと受け取ったのですが、基本的に

は、各全国の市町村から特措法に基づく戸籍の請求というものはございます。その場合につい

ては、あくまでも空家対策特別措置法の第何条何項によりというものが必ずうたわれて来ま

す。別に空き家だけでなく、地方税法もありますし、いろいろなものがありますけれども、そ

ういう根拠に基づいて一応、準用ということはないです。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 空き家ということに対していろいろな資料が出ているのですが、空き

家でも種類が違う空き家がある。例えば空き家という一つの言葉でも「空」く「家」と書くの

と、「空」く、平仮名の「き」がついて「家」と、その違いは御存じですか、御存じですよ

ね。答弁お願いします。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 当市においては「き」がない空家ということで位置づけています。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） すみません、ちょっと聞き取れなかったのですが。「き」がつくのと

「き」のつかないものの違い、要するにどういうものなのですよというのを答弁いただきたい

のですが。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 同じものと解釈しております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） これは、固定資産税の税を利用するために目的を保有する意味で、空

き家等の所有者に関する情報の内部資料というのが出ているのです。これは国住備９４３号、

そして総行地、要するに総務省、国土交通省から出ているものなのです。空き家に対する種類

のちがいをこれうたっているのです。それが出ているのが２７年２月です。もう一回知ってい

るか、知っていないか答弁してください。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 空家に関する指定は残念ながら今しておりませんが、空家とみなす

ということで繰り返しになりますけれども、１０条の３項で照会をかけているということで

す。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 特別措置法の空家には「き」が入らないのです。それ以外の空き家に
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は「き」が入るのです。「空き家」となるのですよ。その二つの種類でこれがはっきり決めら

れているのです。準用していいよなどという通達も何もありません。なぜ準用という言葉が出

てくるのか。しっかりと歌志内市からもらえればすぐ出てくるものを、違うところからもらわ

なければならない理由何なのですか。ともかくこの空き家は分かってもらえましたね。覚えて

もらえましたね。よろしいですか。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 存じ上げておりませんでしたので、まず理解はしたというか、この

短い時間で理解できるかどうかあれですけれども、内容は分かりましたし、さらに御質問の回

答になりますけれども、国土交通省と総務省の中での特定空家等に対するガイドラインという

ものが実は出されておりまして、その中での内容を参考に１０条の３項に準じると、ないしは

みなすという形での照会で問題はないと判断しておりまして、空家等に該当するか否かを判断

することもその１０条の３項を適用していいのだということで解釈しております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 先ほど私が話しました。振興局に行って、そして法務局に行って、こ

れはどうなのですかとありのままを見ていただいて、そして話をしました。そうするとやっぱ

りそれは違いますということが出てきます。間違いなく「準用って何ですか」、これを言われ

ます。このぐらいのことをきちんと分かってなかったら駄目なのではないか。特定空家という

よりは、空き家の特別措置法に関する空家ですよというのは、空き家の平仮名がないのです

よ、「き」が。それ以外の空き家、要するに留守宅だとか、たまに帰ってくるけれども、普通

は帰ってこないような、人がいないような空き家、それには「き」がつく空き家、それで分類

しているのです。準用なんていう言葉何ですか、そうやって笑われました。別に笑われたのは

私だからいいのでしょうけれども、きちんとやりましょう。違いますか。それでもまだ言い張

りますか。どうぞ。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 当時、当時という言い方が適切かどうか分かりませんが、私どもの

ほうも照会をかけて、１０条の３項、空家等に該当するか否かを判断することも含めて、この

１０条の３項が適用になるということだったので、それ以降、照会をかけ続けているというこ

とです。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） どこに照会したか答弁いただきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 北海道になります。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 北海道というと振興局になりますね。北海道庁も振興局に流れてく

る。私は振興局に今言ったこと確認したのですが、「準用って何ですか」と言われました。法

律について準用というのは、そして今言ったこの内容には、先ほど言ったこの内容には、固定

資産税の課税のために利用する、この内容にはしっかりとその「き」がついたものが何なの

か、「き」がついてないものは何なのかということも説明されています。こういうのをしっか

り記憶しておくと、北海道に聞くだとかしなくてもいいはずなのです。少なくても山田課長が

されたことは、法務局からもらったもので、そこの市か区に連絡を取って、先ほど私がもらっ

たというこの内容で、見えますか、この内容でそこに情報の開示をされているのです。これは

法律に基づいたら間違ってます。公文書偽造に当たりませんか、答弁してください。
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○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） ちょっと私も確認をしなければならないという部分がございます。法

務局は登記物件のいわゆる請求をして、どなたが所有者という判断をそこでは仰ぐことができ

ます。今下山議員言うのは、固定資産税情報ということですね。それについては、うちの山田

建設課長は準用ということを言っておりますけれども、いわゆる空家の特別措置法に載らない

一般的な空き家につきましては、国交省と総務省の見解としてはその空家という同じような扱

いでそれぞれが対応することも可としているというようなＱ＆Ａというものが出ておりまし

て、その中で対応しておりますので、これはもうちょっと探りを入れて、どちらが正しいの

か。いわゆる下山議員のおっしゃる部分が正しいのか、これを準用する、いわゆるなかなか税

情報はそれぞれのまちで内部規定を設けて、そういう簡単に内部でも流用できないまちもある

ように私も伺っております。まちによってはその特別、空家の指定にならなくても、一般的な

空き家を税情報をこのように内部で情報提供できるような体制を取っている市町もあるという

ふうに伺っておりますので、この辺をちょっと時間いただいて、判断をさせていただきたいと

思います。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 今Ｑ＆Ａというふうな話が出ました。それをちょっと開示していただ

けますか。時間与えますから、どうぞ。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 先日もお答えいたしましたが、北海道に問合せしたところ、国から

出されている資料だと今現在もうホームページ上で掲載されていないということですので、時

間がかかるということでの回答はいただいていますけれども、開示できるかどうか、それを

もって開示ができるできないという御回答をさせていただければと思います。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） そのものを出してこれをやりましたよというのであれば、もう相当前

の話ですよね。そのときにＱ＆Ａにのっとって、それは可能なのですか。答弁してください。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 繰り返しになりますけれども、北海道に確認をして対応をしている

ところでございまして、問題はないかなということで回答をいただいていると。問題はないと

いう、そのＱ＆Ａを根拠に１０条の３項で、先ほどの繰り返しになりますけれども、空家等に

該当するか否かを判断することも法の施行の必要な限度と言えることから、１０条の３項で照

会をかけるということで伺っております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） Ｑ＆Ａというのはそういうものに使えるのではなくて、私は違うよう

な気がします。公の市が一つの大事業をするのに、Ｑ＆Ａでの確認というのは私不思議です。

私も前職は法務省ですよ、矯正局というところですけれども。そういう法律がきちんとあっ

て、そして間違いないのだというところから始まります。Ｑ＆Ａで、出どころが、それはＱ＆

Ａですから恐らくホームページか何かでしょうね。そのホームページが道庁ですか、そうです

か、答弁してください。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 繰り返しになりますけれども、ガイドラインということでございま

して、特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）

ということでございまして、このガイドラインに基づいた取組ということになります。
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○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） そうしたら、そのＱ＆Ａはもう既になくなっていて、これから資料を

お願いしますとなったら、北海道から取り寄せるということになるのでしょうか。答弁してく

ださい。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 北海道ではなく総務省、国土交通省からということになりますか

ら、道から各関係省庁に照会をかけて問題なければ御回答さしあげるということになるかと思

います。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） ということは、相当時間がかかるというふうに聞いていいのですね。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 数か月、１か月とかそういうオーダーでやっぱりかかるかとは思い

ます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 数か月あるいは１か月という答弁もらいましたけれども、Ｑ＆Ａの流

れで作業をやっていくということはどうなのかなという思いがありますし、今までも正直言っ

て、それに沿ってやらなければならない請求書以外の請求書を出して、その流れで相手側の個

人情報を知る。これは公務員のやることではないですよね。そして、間違った、間違ってい

る、流れと違う請求書を出して、その請求をする。違ってますよと言われても、普通なら即座

に間違ってましたので、こちらの請求書を送りますのでよろしくお願いしますということをや

るのが公務員です。ちょっとずれ込んでませんか。それと同時に、やっていることが公文書偽

造だったり、全然違うものをやったり、それで向こう側に出した資料にＱ＆Ａか何かあるらし

いのかもしれないけれども、準用してやった。準用という言葉どこにもないですよ、これ。と

いうことは、準用でなくてもやっていけるのだということは、相手側は市役所なのか区役所な

のか分かりませんけれども、性善説ですか。公務員同士は間違いないことをやっているのだ

と。お互いにうそはないのだと。隠し事もないのだという思いの下に作業を続けるのですよ

ね、相手側は。それも全然違うことやっているのだったら、これは歌志内市役所としてまずく

ありませんか。答弁いただきたいと思います。短くお願いします。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 先ほど請求、調定につきましては必ず整理をするといたします。

今ほどのＱ＆Ａ、ガイドラインという部分につきましては、ちょっと小さく書いて私も見づ

らかったのですけれども、国土交通省住宅局住宅総合整備課長、総務省自治行政局地域振興室

長通知にて明らかにしてますので、そちらを御参照くださいというふうに書いておりますの

で、必ずしもそういう、準用という言葉を使っておりますけれども、それに基づいた、ガイド

ラインに基づいた、いわゆる一般的に空家に指定していない、一般的に見る空き家ではないか

という部分に関しても、税情報を取れるというふうに通達があるということでございますの

で、この先は今書類も何もございませんので、国土交通省住宅局、そういうところに問合せし

ながら、その書類をもって確実にこのことが言えるものなのかどうかをきちんと調べて、また

対応させていただきたいというふうに思います。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 私が今言ったのは、準用であれば、あなたのところに出す、相手側の

ところに出す戸籍等調査についてという中で、根拠として空家対策推進に関する特別措置法１
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０条第３項、この中に準用と来るのが本当なのではないですか。これであれば、このままだと

準用でも何でもないのだと。そういうふうに相手は思いますよ、性善説で。準用したのであれ

ば、ここに準用というのを入れなければならないと思うのです。請求書にもそうなるのではな

いかと思います。それが全く入っていないで、間違いなくこれは法律のままの状況ですよとい

うふうに相手は思ってます。同じだからいいよというわけにならないですよ、これ。しっかり

とやらなければないことあるのですから。答弁してください。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 繰り返しになりますけれども、空家指定はしておりません。ほかの

自治体も、北海道に問合せしたところ、空家指定している自治体はないと。そして、空家に該

当するか否か、判断する上でこの１０条の３項を適用しているということでございますから、

準用という言葉はこの間の、前回の答弁の中で準用ということで、この間準用、準用となって

ますけれども、あくまでも１０条の３項に該当するということで照会をかけているということ

でございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） ですから、このかけるときに、準用でやっているなら準用と記すのが

本当なのではないですか。それを何も書かないでいて、自分で私に準用と確かに答弁しました

よね。準用している、準用していると思い込ませているだけなのではないですか、向こうに、

何ともないものだと。それ違うでしょう、準用しているというのであれば。準用と書くのが本

当なのではないですか。今新しくそういうふうな言葉出てくるのであれば、またこれ調べ直さ

なければならないですね。そのときには相対する人がもういなくなるから。やっぱり後々空き

家対策に対するそういったものをしっかりとしてもらいたい。市長どうでしょうかね、しっか

りとしたもの。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 今本当に法律に基づく対応というのが非常に難しい部分があるのかな

と思います。そんなことで、課の中でも一人がやるのではなく、複数で取りかかっていかなけ

ればならないのかと。そして確認し合いながら、これいいのかという形で行かなければならな

いのかと思いますので、それらを含めて今後の対応を考えていきたいというふうに思います。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 今市長のほうから答弁いただきましたけれども、そのとおり課の中で

しっかりやってもらうと同時に法律に基づいて、例えば請求書の間違ったものを出していて、

後からそれ出し直してまだいませんなどという話はないですよ。正直ないですよ。３か月も

たって請求書の新しいものをきちんと出さなければならないものはあるというふうには言いま

したよね。違っていると言いましたよね、これ。どうぞ。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 様式が会計規則上に照らし合わせると違う様式を使っていたという

ことで、今そこを見直して明らかにした中で、手続に誤りがあればそこを改善し、速やかに調

定を起こすということでございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 速やかにというのは３か月後のことを言うのではないです。もっと

もっと短い期間のこと言いますよね。であれば、もう早くやって、そしてそもそもこれ本当に

請求出したのですか。それをちょっと確認したいです。もう一回お願いします。すみません。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。
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○建設課長（山田元君） 様式は違いますけれども、請求は出しておりまして、顧問弁護士に

確認を取ったところ、請求は有効だということでございますけれども、市としての会計規則等

に照らし合わせると問題があるということでございまして、そこを改善するということでござ

います。そして、調定を速やかに起こすということです。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 日にちが入って、項目が入って、金額が入っているから全部いいのだ

ではなくて、こういうふうにやりますよという規則があるのであれば、それでやっていかなけ

ればならないのはこれ当然なのですよね。それが仕事だと私は思いますし、そして今回もそう

いった形で、またこの次もしなければならなくなったということを覚えておきます。この次も

また空き家対策しなければならないと思いますけれども。

このところ私も空き家議員と言われているのですよね。空き家対策議員だったかな。もう市

役所の中でそうやって言われているみたいで。でもここまで来た以上は、やっぱりきちんとす

るまで、歌志内市のまちもきちんとするまでやり続けなければならないかなという思いでござ

います。今日話し合ったこと、もう一回私のほうでも確認して調べ直したいと思います。そん

なことで、今日は終わりたいと思いますが。以上で、私の一般質問を終了いたします。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さんの質問を打ち切ります。

延 会 の 議 決

○議長（本田加津子君） お諮りいたします。

本日の議事日程にあります議事が終わりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会し

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認めます。

延 会 宣 告

○議長（本田加津子君） 本日は、これにて延会いたします。

御苦労さまでした。

（午後 ２時 ９分 延会）
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